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〇
経
済
産
業
省
令
第
三
十
四
号

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
六
十
九
条
の
五
、
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二

十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
別
表
の
規
定
に
基
づ

き
、
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
７
年
４
月
３
日

経
済
産
業
大
臣

武
藤

容
治

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
年
通
商
産

業
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前
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（
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
関
係
）

（
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
関
係
）

第
一
条

輸
出
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
輸
出
令
」
と
い
う

第
一
条

輸
出
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
輸
出
令
」
と
い
う

。
）
別
表
第
一
の
二
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

。
）
別
表
第
一
の
二
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と

仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

重
水
素
若
し
く
は
重
水
素
化
合
物
の
製
造
に
用
い

十

重
水
素
若
し
く
は
重
水
素
化
合
物
の
製
造
に
用
い

ら
れ
る
装
置
又
は
そ
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
装
置

ら
れ
る
装
置
又
は
そ
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
装
置

で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

重
水
の
製
造
に
用
い
ら
れ
る
装
置
又
は
そ
の
部

ロ

重
水
の
製
造
に
用
い
ら
れ
る
装
置
又
は
そ
の
部

分
品
若
し
く
は
附
属
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

分
品
若
し
く
は
附
属
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
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れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
を

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）

除
く
。
）

（
一
）

（
略
）

（
一
）

（
略
）

（
二
）

低
温
で
用
い
ら
れ
る
蒸
留
塔
で
あ
っ
て

（
二
）

低
温
で
用
い
ら
れ
る
蒸
留
塔
で
あ
っ
て

、
次
の
１
か
ら
４
ま
で
の
全
て
に
該
当
す
る
も

、
次
の
１
か
ら
４
ま
で
の
す
べ
て
に
該
当
す
る

の

も
の

１

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
又
は

１

細
粒
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
で
あ
っ
て
、
水
素
ぜ

こ
れ
と
同
等
の
材
料
で
あ
っ
て
、
零
下
二
五

い
性
の
な
い
も
の
を
用
い
た
も
の

八
度
以
上
零
下
二
三
八
度
以
下
の
温
度
範
囲

に
お
い
て
水
素
ぜ
い
性
の
な
い
も
の
を
用
い

た
も
の

２

（
略
）

２

（
略
）

３

温
度
が
零
下
二
五
八
度
以
上
零
下
二
三
八

３

温
度
が
零
下
二
三
八
度
以
下
で
用
い
る
こ
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度
以
下
で
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設

と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

計
し
た
も
の

４

〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
一
メ
ガ
パ
ス

４

〇
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
五
メ
ガ
パ
ス

カ
ル
以
下
の
圧
力
範
囲
に
お
い
て
用
い
る
こ

カ
ル
以
下
の
圧
力
範
囲
に
お
い
て
用
い
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

（
三
）

真
空
蒸
留
用
の
塔
に
用
い
る
こ
と
が
で

（
三
）

真
空
蒸
留
用
の
塔
に
用
い
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
設
計
し
た
充
塡
物
で
あ
っ
て
、
化

き
る
よ
う
に
設
計
し
た
充
て
ん
物
で
あ
っ
て
、

学
的
に
ぬ
れ
性
を
改
善
す
る
処
理
を
行
っ
た
り

化
学
的
に
ぬ
れ
性
を
改
善
す
る
処
理
を
行
っ
た

ん
青
銅
製
の
も
の
の
う
ち
、
メ
ッ
シ
ュ
状
の
も

燐
青
銅
製
の
も
の
の
う
ち
、
メ
ッ
シ
ュ
状
の
も

り
ん

の

の

（
四
）
～
（
六
）

（
略
）

（
四
）
～
（
六
）

（
略
）

十
の
二
～
二
十
一

（
略
）

十
の
二
～
二
十
一

（
略
）

二
十
二

ガ
ス
遠
心
分
離
機
の
ロ
ー
タ
に
用
い
ら
れ
る

二
十
二

ガ
ス
遠
心
分
離
機
の
ロ
ー
タ
に
用
い
ら
れ
る
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構
造
材
料
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

構
造
材
料
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の

も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

炭
素
繊
維
、
ア
ラ
ミ
ド
繊
維
若
し
く
は
ガ
ラ
ス

ロ

炭
素
繊
維
、
ア
ラ
ミ
ド
繊
維
若
し
く
は
ガ
ラ
ス

繊
維
、
炭
素
繊
維
若
し
く
は
ガ
ラ
ス
繊
維
を
使
用

繊
維
、
炭
素
繊
維
若
し
く
は
ガ
ラ
ス
繊
維
を
使
用

し
た
プ
リ
プ
レ
グ
又
は
炭
素
繊
維
若
し
く
は
ア
ラ

し
た
プ
リ
プ
レ
グ
又
は
炭
素
繊
維
若
し
く
は
ア
ラ

ミ
ド
繊
維
を
使
用
し
た
成
型
品
で
あ
っ
て
、
次
の

ミ
ド
繊
維
を
使
用
し
た
成
型
品
で
あ
っ
て
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）
～
（
三
）

（
略
）

（
一
）
～
（
三
）

（
略
）

（
四
）

（
一
）
に
該
当
す
る
繊
維
又
は
（
三
）

（
四
）

（
一
）
に
該
当
す
る
繊
維
又
は
（
三
）

に
該
当
す
る
プ
リ
プ
レ
グ
（
炭
素
繊
維
を
使
用

に
該
当
す
る
プ
リ
プ
レ
グ
（
炭
素
繊
維
を
使
用

し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
用
い
た
円
筒
形
の
成

し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
用
い
た
円
筒
形
の
成

型
品
で
あ
っ
て
、
内
径
が
七
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

型
品
で
あ
っ
て
、
内
径
が
七
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
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超
六
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
、
か
つ
、
厚
さ

超
四
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

が
一
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二
十
三
～
五
十
八

（
略
）

二
十
三
～
五
十
八

（
略
）

五
十
九

水
か
ら
ト
リ
チ
ウ
ム
を
回
収
す
る
た
め
又
は

五
十
九

重
水
か
ら
ト
リ
チ
ウ
ム
を
回
収
す
る
た
め
又

重
水
を
製
造
（
精
製
を
含
む
。
）
す
る
た
め
の
白
金

は
重
水
を
製
造
す
る
た
め
の
白
金
を
用
い
た
触
媒
で

を
用
い
た
疎
水
性
の
触
媒
で
あ
っ
て
、
水
素
と
水
と

あ
っ
て
、
水
素
と
水
と
の
間
で
行
わ
れ
る
水
素
の
同

の
間
で
行
わ
れ
る
水
素
の
同
位
体
交
換
を
促
進
す
る

位
体
交
換
を
促
進
す
る
た
め
に
設
計
し
た
も
の

た
め
に
設
計
し
た
も
の

六
十
～
六
十
二

（
略
）

六
十
～
六
十
二

（
略
）

第
二
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
三
の
項
（
一
）
の
経
済
産

第
二
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
三
の
項
（
一
）
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。
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一

軍
用
の
化
学
製
剤
の
原
料
と
な
る
物
質
と
し
て
、

一

軍
用
の
化
学
製
剤
の
原
料
と
な
る
物
質
と
し
て
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
物

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
物

質
を
含
む
混
合
物
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
か
の
物
質
の

質
を
含
む
混
合
物
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
か
の
物
質
の

含
有
量
が
全
重
量
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も

含
有
量
が
全
重
量
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も

の

の

イ
～
イ
イ

（
略
）

イ
～
イ
イ

（
略
）

イ
ロ

ジ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ン

（
新
設
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

輸
出
令
別
表
第
一
の
三
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省

２

輸
出
令
別
表
第
一
の
三
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

空
気
中
の
物
質
を
検
知
す
る
装
置
で
あ
っ
て
、

十
一

空
気
中
の
物
質
を
検
知
す
る
装
置
で
あ
っ
て
、
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次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

前
項
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
空
気
中
に
お
い

イ

前
項
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
空
気
中
に
お
け

て
検
知
で
き
る
最
小
検
出
限
界
が
一
立
方
メ
ー
ト

る
濃
度
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
〇
・
三
ミ
リ

ル
当
た
り
〇
・
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
未
満
で
あ
り
、
か

グ
ラ
ム
未
満
で
あ
っ
て
も
検
知
す
る
こ
と
が
で
き

つ
、
連
続
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
連
続
し
て
使
用
す
る
よ

う
に
設
計
し
た
も
の

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

第
二
条
の
二

輸
出
令
別
表
第
一
の
三
の
二
の
項
（
一
）

第
二
条
の
二

輸
出
令
別
表
第
一
の
三
の
二
の
項
（
一
）

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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三

毒
素
（
免
疫
毒
素
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
ア
フ

三

毒
素
（
免
疫
毒
素
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
ア
フ

ラ
ト
キ
シ
ン
、
ア
ブ
リ
ン
、
ウ
ェ
ル
シ
ュ
菌
毒
素
（

ラ
ト
キ
シ
ン
、
ア
ブ
リ
ン
、
ウ
ェ
ル
シ
ュ
菌
毒
素
（

ア
ル
フ
ァ
、
ベ
ー
タ
１
、
ベ
ー
タ
２
、
イ
プ
シ
ロ
ン

ア
ル
フ
ァ
、
ベ
ー
タ
１
、
ベ
ー
タ
２
、
イ
プ
シ
ロ
ン

又
は
イ
オ
タ
の
毒
素
に
限
る
。
）
、
Ｈ
Ｔ
―
２
ト
キ

又
は
イ
オ
タ
の
毒
素
に
限
る
。
）
、
Ｈ
Ｔ
―
２
ト
キ

シ
ン
、
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
毒
素
（
腸
管
毒
素
、
ア
ル

シ
ン
、
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
毒
素
（
腸
管
毒
素
、
ア
ル

フ
ァ
毒
素
及
び
毒
素
性
シ
ョ
ッ
ク
症
候
群
毒
素
）
、

フ
ァ
毒
素
及
び
毒
素
性
シ
ョ
ッ
ク
症
候
群
毒
素
）
、

ゴ
ニ
オ
ト
キ
シ
ン
、
コ
ノ
ト
キ
シ
ン
、
ジ
ア
セ
ト
キ

ゴ
ニ
オ
ト
キ
シ
ン
、
コ
ノ
ト
キ
シ
ン
、
ジ
ア
セ
ト
キ

シ
ス
シ
ル
ペ
ノ
ー
ル
、
志
賀
毒
素
、
Ｔ
―
２
ト
キ
シ

シ
ス
シ
ル
ペ
ノ
ー
ル
、
志
賀
毒
素
、
Ｔ
―
２
ト
キ
シ

ン
、
テ
ト
ロ
ド
ト
キ
シ
ン
、
ネ
オ
サ
キ
シ
ト
キ
シ
ン

ン
、
テ
ト
ロ
ド
ト
キ
シ
ン
、
ノ
ジ
ュ
ラ
リ
ン
、
パ
リ

、
ノ
ジ
ュ
ラ
リ
ン
、
パ
リ
ト
キ
シ
ン
、
ビ
ス
カ
ミ
ン

ト
キ
シ
ン
、
ビ
ス
カ
ミ
ン
、
ブ
レ
ベ
ト
キ
シ
ン
、
ボ

、
ブ
レ
ベ
ト
キ
シ
ン
、
ボ
ツ
リ
ヌ
ス
毒
素
、
ボ
ル
ケ

ツ
リ
ヌ
ス
毒
素
、
ボ
ル
ケ
ン
シ
ン
、
ミ
ク
ロ
シ
ス
チ

ン
シ
ン
、
ミ
ク
ロ
シ
ス
チ
ン
又
は
モ
デ
シ
ン

ン
又
は
モ
デ
シ
ン

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

第
四
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
五
の
項
の
経
済
産
業
省
令

第
四
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
五
の
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

繊
維
又
は
こ
れ
を
使
用
し
た
プ
リ
プ
レ
グ
、
プ
リ

四

第
二
号
、
第
十
五
号
又
は
第
十
四
条
第
一
号
に
該

フ
ォ
ー
ム
若
し
く
は
成
型
品
の
製
造
用
の
装
置
で
あ

当
す
る
も
の
の
製
造
用
の
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品
若
し
く

部
分
品
若
し
く
は
附
属
品
（
第
三
条
第
十
一
号
に
該

は
附
属
品
（
第
三
条
第
十
一
号
に
該
当
す
る
も
の
を

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

除
く
。
）

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

第
十
五
号
に
該
当
す
る
繊
維
を
製
造
す
る
た
め

ニ

繊
維
の
製
造
用
の
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

に
特
に
設
計
又
は
改
造
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
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の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）
～
（
四
）

（
略
）

（
一
）
～
（
四
）

（
略
）

ホ

ホ
ッ
ト
メ
ル
ト
方
式
に
よ
り
プ
リ
プ
レ
グ
を
製

ホ

ホ
ッ
ト
メ
ル
ト
方
式
を
用
い
て
第
十
五
号
ホ
に

造
す
る
た
め
に
特
に
設
計
又
は
改
造
し
た
装
置

該
当
す
る
プ
リ
プ
レ
グ
を
製
造
す
る
装
置

ヘ
・
ト

（
略
）

ヘ
・
ト

（
略
）

五
～
十
五

（
略
）

五
～
十
五

（
略
）

十
六

粒
子
の
径
が
六
〇
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の

十
六

粒
子
の
径
が
六
〇
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の

ほ
う
素
で
あ
っ
て
、
ほ
う
素
の
重
量
比
に
よ
る
純
度

ほ
う
素
で
あ
っ
て
、
ほ
う
素
の
重
量
比
に
よ
る
純
度

が
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
若
し
く
は
そ
の
混

が
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
若
し
く
は
そ
の
混

合
物
、
粒
子
の
径
が
六
〇
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下

合
物
、
粒
子
の
径
が
六
〇
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下

の
ほ
う
素
合
金
で
あ
っ
て
、
ほ
う
素
の
重
量
比
が
八

の
ほ
う
素
合
金
で
あ
っ
て
、
ほ
う
素
の
重
量
比
が
八

五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
若
し
く
は
そ
の
混
合
物

五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
若
し
く
は
そ
の
混
合
物

、
硝
酸
グ
ア
ニ
ジ
ン
、
ニ
ト
ロ
グ
ア
ニ
ジ
ン
又
は
五

、
硝
酸
グ
ア
ニ
ジ
ン
又
は
ニ
ト
ロ
グ
ア
ニ
ジ
ン
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ふ
っ
化
よ
う
素

第
五
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
六
の
項
の
経
済
産
業
省
令

第
五
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
六
の
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

金
属
若
し
く
は
合
金
の
部
品
を
製
造
す
る
た
め

（
新
設
）

に
設
計
さ
れ
た
積
層
造
形
用
の
装
置
で
あ
っ
て
、
次

の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ

の
た
め
に
特
に
設
計
さ
れ
た
部
分
品

イ

次
の
い
ず
れ
か
の
熱
源
を
有
す
る
も
の

（
一
）

レ
ー
ザ
ー

（
二
）

電
子
ビ
ー
ム

（
三
）

電
気
放
電
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ロ

次
の
い
ず
れ
か
の
制
御
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
環
境

を
有
す
る
も
の

（
一
）

不
活
性
ガ
ス

（
二
）

一
〇
〇
パ
ス
カ
ル
以
下
の
真
空

ハ

次
の
い
ず
れ
か
の
同
軸
構
成
又
は
近
軸
構
成
で

あ
る
イ
ン
プ
ロ
セ
ス
監
視
装
置
を
有
す
る
も
の

（
一
）

電
子
式
の
カ
メ
ラ
で
あ
っ
て
、
三
八
〇

ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
一
四
、
〇
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト

ル
以
下
の
波
長
範
囲
で
最
大
感
度
を
有
す
る
も

の
（
二
）

パ
イ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
あ
っ
て
、
一
、
〇

〇
〇
度
以
上
の
温
度
を
計
測
す
る
た
め
に
設
計

し
た
も
の
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（
三
）

放
射
計
又
は
分
光
機
で
あ
っ
て
、
三
八

〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
三
、
〇
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト

ル
以
下
の
波
長
範
囲
で
最
大
感
度
を
有
す
る
も

の

ニ

ハ
に
該
当
す
る
イ
ン
プ
ロ
セ
ス
監
視
装
置
か
ら

の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
応
じ
て
、
造
形
中
に
熱
源

の
パ
ラ
メ
ー
タ
、
製
造
経
路
又
は
機
器
設
定
を
修

正
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
閉
ル
ー
プ
制
御
が
可

能
な
も
の

第
六
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
七
の
項
の
経
済
産
業
省
令

第
六
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
七
の
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一

集
積
回
路
（
モ
ノ
リ
シ
ッ
ク
集
積
回
路
、
ハ
イ
ブ

一

集
積
回
路
（
モ
ノ
リ
シ
ッ
ク
集
積
回
路
、
ハ
イ
ブ



- 15 -

リ
ッ
ド
集
積
回
路
、
マ
ル
チ
チ
ッ
プ
集
積
回
路
、
膜

リ
ッ
ド
集
積
回
路
、
マ
ル
チ
チ
ッ
プ
集
積
回
路
、
膜

形
集
積
回
路
（
シ
リ
コ
ン
オ
ン
サ
フ
ァ
イ
ア
集
積
回

形
集
積
回
路
（
シ
リ
コ
ン
オ
ン
サ
フ
ァ
イ
ア
集
積
回

路
を
含
む
。
）
、
光
集
積
回
路
、
三
次
元
集
積
回
路

路
を
含
む
。
）
、
光
集
積
回
路
、
三
次
元
集
積
回
路

及
び
モ
ノ
リ
シ
ッ
ク
マ
イ
ク
ロ
波
集
積
回
路
を
含
む

及
び
モ
ノ
リ
シ
ッ
ク
マ
イ
ク
ロ
波
集
積
回
路
を
含
む

。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
、
マ
イ
ク
ロ
コ
ン
ピ
ュ

ロ

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
、
マ
イ
ク
ロ
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
、
マ
イ
ク
ロ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
、
化
合
物
半
導

ー
タ
、
マ
イ
ク
ロ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
、
化
合
物
半
導

体
を
用
い
た
記
憶
素
子
用
の
も
の
、
ア
ナ
ロ
グ
デ

体
を
用
い
た
記
憶
素
子
用
の
も
の
、
ア
ナ
ロ
グ
デ

ジ
タ
ル
変
換
用
の
も
の
、
ア
ナ
ロ
グ
デ
ジ
タ
ル
変

ジ
タ
ル
変
換
用
の
も
の
、
ア
ナ
ロ
グ
デ
ジ
タ
ル
変

換
機
能
を
有
し
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
記

換
機
能
を
有
し
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
記

録
し
、
若
し
く
は
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

録
し
、
若
し
く
は
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

、
デ
ジ
タ
ル
ア
ナ
ロ
グ
変
換
用
の
も
の
、
信
号
処

、
デ
ジ
タ
ル
ア
ナ
ロ
グ
変
換
用
の
も
の
、
信
号
処
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理
用
の
電
気
光
学
的
集
積
回
路
若
し
く
は
光
集
積

理
用
の
電
気
光
学
的
集
積
回
路
若
し
く
は
光
集
積

回
路
、
フ
ィ
ー
ル
ド
プ
ロ
グ
ラ
マ
ブ
ル
ロ
ジ
ッ
ク

回
路
、
フ
ィ
ー
ル
ド
プ
ロ
グ
ラ
マ
ブ
ル
ロ
ジ
ッ
ク

デ
バ
イ
ス
、
カ
ス
タ
ム
集
積
回
路
（
ハ
か
ら
チ
ま

デ
バ
イ
ス
、
カ
ス
タ
ム
集
積
回
路
（
ハ
か
ら
チ
ま

で
若
し
く
は
ル
か
ら
ヨ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

で
若
し
く
は
ル
か
ら
カ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
貨
物
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
こ
と

す
る
貨
物
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
又
は
輸
出
令
別
表
第
一
の
五
か
ら

が
で
き
る
も
の
又
は
輸
出
令
別
表
第
一
の
五
か
ら

一
五
ま
で
の
項
の
中
欄
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

一
五
ま
で
の
項
の
中
欄
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

貨
物
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
る

貨
物
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
る

か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を

か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
Ｆ
Ｆ

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
Ｆ
Ｆ

Ｔ
プ
ロ
セ
ッ
サ
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
式
の
ラ
ム
又
は

Ｔ
プ
ロ
セ
ッ
サ
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
式
の
ラ
ム
又
は

不
揮
発
性
メ
モ
リ
ー
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

不
揮
発
性
メ
モ
リ
ー
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
（
民
生
用
の
自
動
車
又
は
鉄
道

に
該
当
す
る
も
の
（
民
生
用
の
自
動
車
又
は
鉄
道
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車
両
用
に
設
計
し
た
集
積
回
路
を
除
く
。
）

車
両
用
に
設
計
し
た
集
積
回
路
を
除
く
。
）

（
一
）
～
（
三
）

（
略
）

（
一
）
～
（
三
）

（
略
）

ハ
～
ト

（
略
）

ハ
～
ト

（
略
）

チ

ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
た
も
の
（

チ

ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
た
も
の

ヨ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

リ
～
カ

（
略
）

リ
～
カ

（
略
）

ヨ

揮
発
性
メ
モ
リ
を
含
ま
な
い
他
の
集
積
回
路
と

（
新
設
）

の
間
の
全
て
の
入
力
及
び
出
力
に
わ
た
る
双
方
向

の
転
送
速
度
の
総
計
が
六
〇
〇
ギ
ガ
バ
イ
ト
毎
秒

以
上
で
あ
る
集
積
回
路
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
よ

う
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
可
能
な
も
の

（
一
）

合
計
処
理
性
能
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
が
六
、
〇
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〇
〇
以
上
で
あ
る
機
械
語
命
令
を
実
行
す
る
デ

ジ
タ
ル
プ
ロ
セ
ッ
サ
ユ
ニ
ッ
ト
を
一
つ
以
上
有

す
る
も
の

（
二
）

（
一
）
で
指
定
さ
れ
た
機
械
語
命
令
の

実
行
に
寄
与
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
除
き
、
合
計
処

理
性
能
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
が
六
、
〇
〇
〇
以
上
で
あ

る
デ
ジ
タ
ル
基
本
演
算
ユ
ニ
ッ
ト
を
一
つ
以
上

有
す
る
も
の

（
三
）

合
計
処
理
性
能
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
が
六
、
〇

〇
〇
以
上
で
あ
る
ア
ナ
ロ
グ
基
本
演
算
ユ
ニ
ッ

ト
を
一
つ
以
上
有
す
る
も
の

（
四
）

（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
の
デ
ジ
タ
ル

プ
ロ
セ
ッ
サ
ユ
ニ
ッ
ト
と
基
本
演
算
ユ
ニ
ッ
ト
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の
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
合
計
処

理
性
能
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
の
総
和
が
六
、
〇
〇
〇
以

上
で
あ
る
も
の
を
有
す
る
も
の

二

マ
イ
ク
ロ
波
用
機
器
又
は
ミ
リ
波
用
機
器
の
部
分

二

マ
イ
ク
ロ
波
用
機
器
又
は
ミ
リ
波
用
機
器
の
部
分

品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
～
チ

（
略
）

イ
～
チ

（
略
）

リ

ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク
ミ
ク
サ
又
は
コ
ン
バ
ー
タ
で
あ

リ

ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク
ミ
ク
サ
又
は
コ
ン
バ
ー
タ
で
あ

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
の
周
波

（
一
）

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
の
周
波

数
帯
域
を
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
に
拡
張
す
る

数
帯
域
を
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
に
拡
張
す
る
よ

よ
う
に
設
計
し
た
も
の

う
に
設
計
し
た
も
の

（
二
）

信
号
発
生
器
の
動
作
範
囲
を
拡
張
す
る

（
二
）

信
号
発
生
器
の
動
作
範
囲
を
拡
張
す
る

よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず



- 20 -

れ
か
に
該
当
す
る
も
の

れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

周
波
数
帯
域
が
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超

１

周
波
数
帯
域
が
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え

え
る
も
の

る
も
の

２

周
波
数
帯
域
が
四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超

２

周
波
数
帯
域
が
四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超

一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
出
力

九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
出
力
が

が
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
二
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー

一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
二
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ

エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

ム
）
を
超
え
る
も
の

（
三
）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
の
動
作

（
三
）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
の
動
作

範
囲
を
拡
張
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ

範
囲
を
拡
張
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

（
略
）

１

（
略
）

２

周
波
数
帯
域
が
四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超

２

周
波
数
帯
域
が
四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超

一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
出
力

九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
出
力
が
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が
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
二
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー

三
一
・
六
二
ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
一
五
デ
ィ
ー
ビ

エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

（
削
る
）

３

周
波
数
帯
域
が
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一

〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
出
力
が
一

ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超

え
る
も
の

（
四
）

（
略
）

（
四
）

（
略
）

ヌ
～
カ

（
略
）

ヌ
～
カ

（
略
）

ヨ

パ
ラ
メ
ト
リ
ッ
ク
信
号
増
幅
器
で
あ
っ
て
、
次

（
新
規
）

の
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
の
全
て
に
該
当
す
る

も
の

（
一
）

零
下
二
七
二
・
一
五
度
未
満
の
温
度
で

作
動
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
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（
二
）

動
作
周
波
数
が
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
五

ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
作
動
す
る
よ
う
に
設
計
し

た
も
の

（
三
）

動
作
周
波
数
が
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
五

ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
か
つ
零
下
二
七
二
・
一
五
度

の
温
度
に
お
い
て
、
雑
音
指
数
が
〇
・
〇
一
五

デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

三
～
十
一

（
略
）

三
～
十
一

（
略
）

十
二

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
で
あ
っ
て
、
次

十
二

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
で
あ
っ
て
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ

ロ

四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以

以
下
の
い
ず
れ
か
の
周
波
数
帯
域
で
、
表
示
平
均

下
の
い
ず
れ
か
の
周
波
数
帯
域
で
、
表
示
平
均
ノ
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ノ
イ
ズ
レ
ベ
ル
が
マ
イ
ナ
ス
一
六
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー

イ
ズ
レ
ベ
ル
が
マ
イ
ナ
ス
一
五
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ

エ
ム
毎
ヘ
ル
ツ
未
満
の
も
の

ム
毎
ヘ
ル
ツ
未
満
の
も
の

ハ

一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
を
分
析

ハ

九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
を
分
析
す

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

る
こ
と
が
で
き
る
も
の

ニ

次
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
該
当
す
る
も
の

ニ

次
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

実
時
間
帯
域
幅
が
五
二
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ

（
一
）

実
時
間
帯
域
幅
が
一
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ

を
超
え
る
も
の

を
超
え
る
も
の

（
二
）

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
二
）

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

八
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下
の
長
さ
の
信
号
を
、

１

一
五
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下
の
長
さ
の
信
号
を

ギ
ャ
ッ
プ
又
は
窓
効
果
に
よ
る
全
振
幅
か
ら

、
ギ
ャ
ッ
プ
又
は
窓
効
果
に
よ
る
全
振
幅
か

の
減
衰
が
三
デ
シ
ベ
ル
未
満
で
、
一
〇
〇
パ

ら
の
減
衰
が
三
デ
シ
ベ
ル
未
満
で
、
一
〇
〇

ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
検
出
す
る
も
の

パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
検
出
す
る
も
の

２

周
波
数
マ
ス
ク
ト
リ
ガ
ー
機
能
を
有
す
る

２

周
波
数
マ
ス
ク
ト
リ
ガ
ー
機
能
を
有
す
る
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も
の
で
あ
っ
て
、
八
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下
の
長

も
の
で
あ
っ
て
、
一
五
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下
の

さ
の
信
号
を
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で

長
さ
の
信
号
を
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率

捉
え
る
も
の

で
捉
え
る
も
の

十
三

信
号
発
生
器
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

十
三

信
号
発
生
器
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
（
二
以
上
の
水
晶
発
振
器
の
周
波
数
を

当
す
る
も
の
（
二
以
上
の
水
晶
発
振
器
の
周
波
数
を

加
算
し
た
値
、
減
算
し
た
値
又
は
こ
れ
ら
の
値
を
逓

加
算
し
た
値
、
減
算
し
た
値
又
は
こ
れ
ら
の
値
を
逓

倍
し
た
値
に
よ
っ
て
出
力
周
波
数
を
規
定
す
る
装
置

倍
し
た
値
に
よ
っ
て
出
力
周
波
数
を
規
定
す
る
装
置

を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ

ロ

四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以

以
下
の
い
ず
れ
か
の
周
波
数
帯
域
で
、
出
力
一
〇

下
の
い
ず
れ
か
の
周
波
数
帯
域
で
、
出
力
一
〇
〇

〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
二
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超

ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
二
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え

え
る
も
の

る
も
の
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ハ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ハ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）
～
（
五
）

（
略
）

（
一
）
～
（
五
）

（
略
）

（
六
）

七
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル

（
六
）

七
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ

ツ
以
下
の
出
力
周
波
数
帯
域
で
、
五
・
〇
ギ
ガ

以
下
の
出
力
周
波
数
帯
域
で
、
五
・
〇
ギ
ガ
ヘ

ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
い
ず
れ
か
の
周
波
数
切
換
え

ル
ツ
を
超
え
る
い
ず
れ
か
の
周
波
数
切
換
え
の

の
所
要
時
間
が
一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
未
満
の
も

所
要
時
間
が
一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
未
満
の
も
の

の

ニ

搬
送
波
に
対
す
る
一
ヘ
ル
ツ
当
た
り
の
単
側
波

ニ

搬
送
波
に
対
す
る
一
ヘ
ル
ツ
当
た
り
の
単
側
波

帯
位
相
雑
音
の
比
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

帯
位
相
雑
音
の
比
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の

も
の

（
一
）

三
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ

（
一
）

三
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル

ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
出
力
周
波
数
帯
域
で

ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
出
力
周
波
数
帯
域
で
、

、
動
作
周
波
数
と
オ
フ
セ
ッ
ト
周
波
数
の
隔
た

動
作
周
波
数
と
オ
フ
セ
ッ
ト
周
波
数
の
隔
た
り
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り
が
一
〇
ヘ
ル
ツ
以
上
一
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
以
下

が
一
〇
ヘ
ル
ツ
以
上
一
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
以
下
の

の
い
ず
れ
か
の
周
波
数
帯
域
に
お
い
て
、
次
に

い
ず
れ
か
の
周
波
数
帯
域
に
お
い
て
、
次
に
掲

掲
げ
る
式
に
よ
り
算
定
し
た
値
未
満
の
も
の

げ
る
式
に
よ
り
算
定
し
た
値
未
満
の
も
の

ヘ
ル
ツ

ヘ
ル
ツ

ガ
ヘ

で
表
し

ガ
ヘ

で
表
し

メ
メ

ル
ツ
で

た
動
作

ル
ツ
で

た
動
作

2
0
l
o
g
1
0
表
し
た
－
2
0
l
o
g
1
0
周
波
数

－
1
2
6

2
0
l
o
g
1
0
表
し
た
－
2
0
l
o
g
1
0
周
波
数

－
1
2
6

動
作
周

と
オ
フ

動
作
周

と
オ
フ

波
数

セ
ッ
ト

波
数

セ
ッ
ト

周
波
数

周
波
数

の
隔
た

の
隔
た

り
り
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（
二
）

三
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ

（
二
）

三
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル

ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
出
力
周
波
数
帯
域
で

ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
出
力
周
波
数
帯
域
で
、

、
動
作
周
波
数
と
オ
フ
セ
ッ
ト
周
波
数
の
隔
た

動
作
周
波
数
と
オ
フ
セ
ッ
ト
周
波
数
の
隔
た
り

り
が
一
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
超
一
〇
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ

が
一
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
超
一
〇
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
以

以
下
の
い
ず
れ
か
の
周
波
数
帯
域
に
お
い
て
、

下
の
い
ず
れ
か
の
周
波
数
帯
域
に
お
い
て
、
次

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
算
定
し
た
値
未
満
の
も

に
掲
げ
る
式
に
よ
り
算
定
し
た
値
未
満
の
も
の

の

ガ
ヘ

ガ
ヘ

メ
メ

ル
ツ
で

ル
ツ
で

2
0
l
o
g
1
0

表
し
た
－
2
0
6

2
0
l
o
g
1
0
表
し
た
－
2
0
6

動
作
周

動
作
周
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波
数

波
数

ホ

デ
ジ
タ
ル
ベ
ー
ス
バ
ン
ド
信
号
を
ベ
ク
ト
ル
変

ホ

デ
ジ
タ
ル
ベ
ー
ス
バ
ン
ド
信
号
を
ベ
ク
ト
ル
変

調
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
、
ベ
ク
ト
ル
変
調

調
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
、
ベ
ク
ト
ル
変
調

帯
域
幅
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

帯
域
幅
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）
～
（
三
）

（
略
）

（
一
）
～
（
三
）

（
略
）

（
四
）

七
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル

（
四
）

七
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ

ツ
以
下
の
出
力
周
波
数
帯
域
で
、
五
・
〇
ギ
ガ

以
下
の
出
力
周
波
数
帯
域
で
、
五
・
〇
ギ
ガ
ヘ

ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

ル
ツ
を
超
え
る
も
の

ヘ

最
大
出
力
周
波
数
が
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超

ヘ

最
大
出
力
周
波
数
が
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え

え
る
も
の

る
も
の

十
四

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
で
あ
っ
て
、
次

十
四

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
で
あ
っ
て
、
次
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の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ

イ

四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以

以
下
の
い
ず
れ
か
の
動
作
周
波
数
帯
域
に
お
い
て

下
の
い
ず
れ
か
の
動
作
周
波
数
帯
域
に
お
い
て
、

、
出
力
が
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
二
〇
デ
ィ
ー
ビ

出
力
が
三
一
・
六
二
ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
一
五
デ
ィ
ー

ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

ロ

削
除

ロ

九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下

の
い
ず
れ
か
の
動
作
周
波
数
帯
域
に
お
い
て
、
出

力
が
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を

超
え
る
も
の

ハ

五
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下

ハ

五
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
一
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下

の
周
波
数
帯
域
に
お
け
る
非
線
形
ベ
ク
ト
ル
の
計

の
周
波
数
帯
域
に
お
け
る
非
線
形
ベ
ク
ト
ル
の
計

測
機
能
を
有
す
る
も
の
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
を

測
機
能
を
有
す
る
も
の
（
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る

除
く
。
）

も
の
を
除
く
。
）
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ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

十
五
～
十
六
の
二

（
略
）

十
五
～
十
六
の
二

（
略
）

十
六
の
三

極
低
温
用
の
冷
却
装
置
又
は
そ
の
部
分
品

（
新
設
）

で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

零
下
二
七
三
・
〇
五
度
以
下
の
温
度
に
お
い
て

、
四
八
時
間
超
に
わ
た
っ
て
、
六
〇
〇
マ
イ
ク
ロ

ワ
ッ
ト
以
上
の
冷
凍
出
力
を
供
給
す
る
定
格
の
も

の
ロ

二
段
式
の
パ
ル
ス
チ
ュ
ー
ブ
冷
凍
機
で
あ
っ
て

、
温
度
を
零
下
二
六
九
・
一
五
度
未
満
に
維
持
す

る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
零
下
二
六
八
・
九
五
度

以
下
の
温
度
に
お
い
て
、
一
・
五
ワ
ッ
ト
以
上
の

冷
凍
出
力
を
供
給
す
る
定
格
の
も
の
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十
七

半
導
体
素
子
、
集
積
回
路
若
し
く
は
半
導
体
物

十
七

半
導
体
素
子
、
集
積
回
路
若
し
く
は
半
導
体
物

質
の
製
造
用
の
装
置
（
ホ
及
び
レ
に
お
い
て
「
半
導

質
の
製
造
用
の
装
置
（
ホ
及
び
レ
に
お
い
て
「
半
導

体
製
造
装
置
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
試
験
装
置
で

体
製
造
装
置
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
試
験
装
置
若

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ

し
く
は
集
積
回
路
の
製
造
用
の
マ
ス
ク
若
し
く
は
レ

れ
ら
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品

チ
ク
ル
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品
（
次
号

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

結
晶
の
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
成
長
装
置
で
あ
っ
て

イ

結
晶
の
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
成
長
装
置
で
あ
っ
て

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
ウ
に
該
当

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
ウ
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。
）

す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
一
）

（
略
）

（
一
）

（
略
）

（
二
）

有
機
金
属
化
学
的
気
相
成
長
反
応
炉
で

（
二
）

有
機
金
属
化
学
的
気
相
成
長
反
応
炉
で

あ
っ
て
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
ガ
リ
ウ
ム
、
イ
ン

あ
っ
て
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
ガ
リ
ウ
ム
、
イ
ン
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ジ
ウ
ム
、
砒
素
、
り
ん
、
ア
ン
チ
モ
ン
、
酸
素

ジ
ウ
ム
、
砒
素
、
燐
、
ア
ン
チ
モ
ン
又
は
窒
素

ひ

ひ

り
ん

又
は
窒
素
の
い
ず
れ
か
二
以
上
の
元
素
を
有
す

の
い
ず
れ
か
二
以
上
の
元
素
を
有
す
る
化
合
物

る
化
合
物
半
導
体
を
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
成
長
さ

半
導
体
を
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
成
長
さ
せ
る
も
の

せ
る
も
の

（
三
）

（
略
）

（
三
）

（
略
）

ロ
～
ホ

（
略
）

ロ
～
ホ

（
略
）

ヘ

リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

ヘ

リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の

か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

（
略
）

（
一
）

（
略
）

（
二
）

イ
ン
プ
リ
ン
ト
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
で

（
二
）

イ
ン
プ
リ
ン
ト
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
で

あ
っ
て
、
四
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
線
幅
を

あ
っ
て
、
四
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
線
幅
を

実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
テ
に
該
当
す

実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

る
も
の
を
除
く
。
）
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（
三
）
・
（
四
）

（
略
）

（
三
）
・
（
四
）

（
略
）

ト

削
除

ト

マ
ス
ク
又
は
レ
チ
ク
ル
で
あ
っ
て
、
第
一
号
か

ら
第
八
号
の
四
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
集

積
回
路
の
製
造
用
の
も
の

チ

削
除

チ

位
相
シ
フ
ト
膜
を
有
す
る
多
層
マ
ス
ク
で
あ
っ

て
、
光
源
の
波
長
が
二
四
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満

の
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
に
用
い
る
た
め
に
設
計
し

た
も
の
（
ト
に
該
当
す
る
も
の
及
び
第
一
号
か
ら

第
八
号
の
四
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
記

憶
素
子
を
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
も
の
を
除

く
。
）

リ

削
除

リ

イ
ン
プ
リ
ン
ト
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
テ
ン
プ
レ
ー
ト

で
あ
っ
て
、
第
一
号
か
ら
第
八
号
の
四
ま
で
の
い
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ず
れ
か
に
該
当
す
る
集
積
回
路
の
製
造
用
の
も
の

ヌ
～
ワ

（
略
）

ヌ
～
ワ

（
略
）

カ

ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
用
に
設
計
し
た
装
置
で
あ

カ

ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
用
に
設
計
し
た
装
置
で
あ

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

（
略
）

（
一
）

（
略
）

（
二
）

異
方
性
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
用
に
設
計

（
二
）

異
方
性
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
用
に
設
計

し
、
又
は
改
造
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
全

し
、
又
は
改
造
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
全

て
に
該
当
す
る
も
の
（
ア
（
一
）
又
は
サ
に
該

て
に
該
当
す
る
も
の

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

１

（
略
）

１

（
略
）

２

切
替
時
間
が
五
〇
〇
ミ
リ
秒
未
満
の
高
速

２

切
替
時
間
が
三
〇
〇
ミ
リ
秒
未
満
の
高
速

ガ
ス
切
替
弁
を
一
以
上
有
す
る
も
の

ガ
ス
切
替
弁
を
一
以
上
有
す
る
も
の

３

静
電
チ
ャ
ッ
ク
（
個
別
に
温
度
を
制
御
す

３

静
電
チ
ャ
ッ
ク
（
個
別
に
温
度
を
制
御
す
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る
こ
と
が
で
き
る
領
域
を
一
〇
以
上
有
す
る

る
こ
と
が
で
き
る
領
域
を
二
〇
以
上
有
す
る

も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
も
の

も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
も
の

ヨ

（
略
）

ヨ

（
略
）

タ

異
方
性
エ
ッ
チ
ン
グ
用
に
設
計
し
た
装
置
で
あ

タ

異
方
性
エ
ッ
チ
ン
グ
用
に
設
計
し
た
装
置
で
あ

っ
て
、
誘
電
体
の
材
料
に
対
し
て
、
エ
ッ
チ
ン
グ

っ
て
、
誘
電
体
の
材
料
に
対
し
て
、
エ
ッ
チ
ン
グ

の
幅
に
対
す
る
深
さ
の
比
率
が
三
〇
倍
を
超
え
、

の
幅
に
対
す
る
深
さ
の
比
率
が
三
〇
倍
を
超
え
、

か
つ
、
当
該
幅
の
寸
法
が
一
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル

か
つ
、
当
該
幅
の
寸
法
が
一
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル

未
満
の
形
状
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の

未
満
の
形
状
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の

う
ち
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の
（
カ
（
二
）

う
ち
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の
（
カ
又
は
ヨ

、
ヨ
、
ア
（
一
）
又
は
サ
に
該
当
す
る
も
の
を
除

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

く
。
）

（
一
）

高
周
波
の
パ
ル
ス
出
力
の
電
源
を
一
以

（
一
）

高
周
波
の
パ
ル
ス
出
力
の
電
源
を
一
以

上
有
す
る
も
の

上
有
す
る
も
の
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（
二
）

切
替
時
間
が
三
〇
〇
ミ
リ
秒
未
満
の
高

（
二
）

切
替
時
間
が
三
〇
〇
ミ
リ
秒
未
満
の
高

速
ガ
ス
切
替
弁
を
一
以
上
有
す
る
も
の

速
ガ
ス
切
替
弁
を
一
以
上
有
す
る
も
の

レ

半
導
体
製
造
装
置
の
う
ち
、
成
膜
装
置
で
あ
っ

レ

半
導
体
製
造
装
置
の
う
ち
、
成
膜
装
置
で
あ
っ

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
三
）

単
一
の
チ
ャ
ン
バ
ー
内
で
の
複
数
の
工

（
三
）

単
一
の
チ
ャ
ン
バ
ー
内
で
の
複
数
の
工

程
に
よ
っ
て
金
属
の
コ
ン
タ
ク
ト
層
を
成
膜
す

程
に
よ
っ
て
金
属
の
コ
ン
タ
ク
ト
層
を
成
膜
す

る
よ
う
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
全

る
よ
う
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
全

て
に
該
当
す
る
も
の
（
（
二
）
に
該
当
す
る
も

て
に
該
当
す
る
も
の
（
（
二
）
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。
）

の
を
除
く
。
）

１

（
略
）

１

（
略
）

２

水
素
、
水
素
と
窒
素
の
混
合
物
又
は
ア
ン

２

水
素
（
水
素
と
窒
素
又
は
ア
ン
モ
ニ
ア
と

モ
ニ
ア
を
用
い
た
プ
ラ
ズ
マ
に
よ
り
表
面
処

の
混
合
物
を
含
む
。
）
を
用
い
た
プ
ラ
ズ
マ
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理
を
行
う
工
程
を
有
す
る
も
の

に
よ
る
工
程
を
有
す
る
も
の

（
四
）
半
導
体
製
造
装
置
で
あ
っ
て
、
複
数
の
チ

（
四
）
半
導
体
製
造
装
置
で
あ
っ
て
、
複
数
の
チ

ャ
ン
バ
ー
又
は
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
内
で
の
複
数
の

ャ
ン
バ
ー
又
は
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
内
で
の
複
数
の

工
程
に
よ
っ
て
成
膜
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も

工
程
に
よ
っ
て
成
膜
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ

の
（
以
下
「
特
定
半
導
体
製
造
装
置
」
と
い
う

、
複
数
の
工
程
間
に
お
い
て
〇
・
〇
一
パ
ス
カ

。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
工
程
に
よ

ル
以
下
の
真
空
状
態
又
は
不
活
性
の
環
境
を
維

り
金
属
の
コ
ン
タ
ク
ト
層
を
成
膜
す
る
よ
う
に

持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

設
計
し
た
も
の
（
（
二
）
に
該
当
す
る
も
の
を

（
以
下
「
特
定
半
導
体
製
造
装
置
」
と
い
う
。

除
く
。
）

）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
工
程
に
よ
り

金
属
の
コ
ン
タ
ク
ト
層
を
成
膜
す
る
よ
う
に
設

計
し
た
も
の
（
（
二
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）

１
～
３

（
略
）

１
～
３

（
略
）
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（
五
）
～
（
十
）

（
略
）

（
五
）
～
（
十
）

（
略
）

ソ

特
定
半
導
体
製
造
装
置
の
う
ち
、
金
属
の
層
を

ソ

〇
・
〇
一
パ
ス
カ
ル
以
下
の
真
空
状
態
又
は
不

成
膜
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次

活
性
ガ
ス
の
環
境
に
お
い
て
金
属
の
層
を
成
膜
す

の
全
て
に
該
当
す
る
も
の
（
レ
（
二
）
に
該
当
す

る
よ
う
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
全
て

る
も
の
を
除
く
。
）

に
該
当
す
る
も
の
（
レ
（
二
）
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

ツ

特
定
半
導
体
製
造
装
置
の
う
ち
、
金
属
の
層
を

ツ

〇
・
〇
一
パ
ス
カ
ル
以
下
の
真
空
状
態
又
は
不

成
膜
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次

活
性
ガ
ス
の
環
境
に
お
い
て
金
属
の
層
を
成
膜
す

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
レ
（
二
）
に
該

る
よ
う
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
レ
（
二
）
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）
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ネ
・
ナ

（
略
）

ネ
・
ナ

（
略
）

ラ

成
膜
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

ラ

成
膜
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
（
キ
（
三
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

す
る
も
の

。
）

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

ム

（
略
）

ム

（
略
）

ウ

シ
リ
コ
ン
又
は
シ
リ
コ
ン
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
の
エ

ウ

シ
リ
コ
ン
（
炭
素
を
添
加
し
た
も
の
を
含
む
。

ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
成
長
用
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ

）
又
は
シ
リ
コ
ン
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
（
炭
素
を
添
加

て
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

し
た
も
の
を
含
む
。
）
の
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
成
長

用
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
全
て
に
該

当
す
る
も
の

（
削
る
）

（
一
）

複
数
の
チ
ャ
ン
バ
ー
を
有
し
、
か
つ
、

複
数
の
工
程
間
に
お
い
て
〇
・
〇
一
パ
ス
カ
ル
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以
下
の
真
空
状
態
又
は
水
と
酸
素
の
分
圧
が
〇

・
〇
一
パ
ス
カ
ル
未
満
の
不
活
性
な
環
境
を
維

持
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
二
）
・
（
三
）

（
略
）

ヰ

厚
さ
が
二
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
超
で
あ
り
、
か

ヰ

厚
さ
が
一
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
で
あ
り
、
か

つ
、
密
度
が
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
一

つ
、
応
力
が
四
五
〇
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
カ
ー

・
七
グ
ラ
ム
超
の
カ
ー
ボ
ン
ハ
ー
ド
マ
ス
ク
を
プ

ボ
ン
ハ
ー
ド
マ
ス
ク
を
プ
ラ
ズ
マ
を
用
い
た
化
学

ラ
ズ
マ
を
用
い
た
化
学
的
気
相
成
長
法
に
よ
り
成

的
気
相
成
長
法
に
よ
り
成
膜
す
る
よ
う
に
設
計
し

膜
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
装
置

た
装
置

ノ

（
略
）

ノ

（
略
）

オ

金
属
配
線
間
の
隙
間
（
幅
が
二
五
ナ
ノ
メ
ー
ト

オ

金
属
配
線
間
の
隙
間
（
幅
が
二
五
ナ
ノ
メ
ー
ト

ル
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
幅
に
対
す
る
深
さ

ル
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
幅
に
対
す
る
深
さ

の
比
率
が
一
倍
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
に
比
誘

の
比
率
が
一
倍
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
に
比
誘
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電
率
が
三
・
三
未
満
の
低
誘
電
層
を
空
隙
が
生
じ

電
率
が
三
・
三
未
満
の
低
誘
電
層
を
空
隙
が
生
じ

な
い
よ
う
に
プ
ラ
ズ
マ
を
用
い
て
成
膜
す
る
よ
う

な
い
よ
う
に
プ
ラ
ズ
マ
を
用
い
て
成
膜
す
る
よ
う

に
設
計
し
た
装
置
（
キ
（
三
）
に
該
当
す
る
も
の

に
設
計
し
た
装
置

を
除
く
。
）

ク
～
フ

（
略
）

ク
～
フ

（
略
）

コ

プ
ラ
ズ
マ
ド
ー
ピ
ン
グ
用
に
設
計
さ
れ
た
イ
オ

（
新
設
）

ン
注
入
装
置
の
う
ち
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
も

の（
一
）

高
周
波
の
出
力
の
電
源
を
一
以
上
有
す

る
も
の

（
二
）

パ
ル
ス
直
流
電
源
を
一
以
上
有
す
る
も

の
（
三
）

少
な
く
と
も
Ｎ
型
又
は
Ｐ
型
の
い
ず
れ
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か
の
不
純
物
の
注
入
が
可
能
な
も
の

エ

深
紫
外
液
浸
フ
ォ
ト
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
に
お

（
新
設
）

い
て
、
又
は
、
深
紫
外
液
浸
フ
ォ
ト
リ
ソ
グ
ラ
フ

ィ
装
置
と
と
も
に
、
次
の
い
ず
れ
か
を
実
施
す
る

よ
う
に
設
計
又
は
改
造
し
た
装
置

（
一
）

次
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

１

深
紫
外
液
浸
フ
ォ
ト
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置

の
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
光
源
の
波
長
に

〇
・
二
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
開
口
数
の

値
で
除
し
て
得
た
数
値
を
四
五
以
下
に
減
少

さ
せ
る
も
の

２

深
紫
外
液
浸
フ
ォ
ト
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置

の
重
ね
合
わ
せ
精
度
を
二
・
四
ナ
ノ
メ
ー
ト
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ル
以
下
に
す
る
も
の

（
二
）

ヘ
（
一
）
２
又
は
ヲ
に
該
当
す
る
露
光

装
置
の
任
意
の
時
間
間
隔
に
お
け
る
一
時
間
当

た
り
の
ウ
エ
ハ
ー
を
処
理
す
る
枚
数
を
平
均
で

一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
加
さ
せ
る
よ
う
に
設
計

又
は
改
造
し
た
も
の

テ

イ
ン
プ
リ
ン
ト
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
で
あ
っ
て

（
新
設
）

、
四
・
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
重
ね
合
わ
せ
精

度
を
有
す
る
も
の

ア

エ
ッ
チ
ン
グ
用
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、

（
新
設
）

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

異
方
性
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
用
に
設
計

し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
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も
の

１

二
以
上
の
独
立
し
た
高
周
波
の
電
源
を
有

す
る
も
の

２

二
以
上
の
独
立
し
た
ガ
ス
の
供
給
源
を
有

す
る
も
の

３

ウ
エ
ハ
ー
の
厚
み
の
不
均
一
性
を
補
正
す

る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
均
一
性
調
整
機
能
を
有

す
る
も
の

４

シ
リ
コ
ン
貫
通
電
極
の
露
出
工
程
の
終
点

検
出
の
機
能
を
有
す
る
も
の

（
二
）

異
方
性
エ
ッ
チ
ン
グ
用
に
設
計
し
た
装

置
で
あ
っ
て
、
誘
電
体
の
材
料
に
対
し
て
、
エ

ッ
チ
ン
グ
の
幅
に
対
す
る
深
さ
の
比
率
が
高
い
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形
状
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち

、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の
（
カ
（
二
）
、

ヨ
、
タ
、
ア
（
一
）
又
は
サ
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）

１

エ
ッ
チ
ン
グ
の
幅
に
対
す
る
深
さ
の
比
率

が
三
〇
を
超
え
る
も
の

２

エ
ッ
チ
ン
グ
の
幅
の
上
面
の
寸
法
が
四
〇

ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

（
三
）

シ
リ
コ
ン
貫
通
電
極
を
作
る
た
め
の
エ

ッ
チ
ン
グ
に
用
い
る
た
め
に
設
計
し
た
装
置
で

あ
っ
て
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の
（
カ
、

ヨ
、
タ
、
ア
（
一
）
又
は
ア
（
二
）
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。
）
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１

シ
リ
コ
ン
の
エ
ッ
チ
ン
グ
速
度
が
一
分
に

つ
き
七
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

２

ウ
エ
ハ
ー
内
の
エ
ッ
チ
ン
グ
の
深
さ
の
不

均
一
性
が
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の

３

シ
リ
コ
ン
貫
通
電
極
の
ア
ス
ペ
ク
ト
比
が

一
〇
以
上
の
も
の

サ

極
端
紫
外
パ
タ
ー
ン
シ
ェ
イ
ピ
ン
グ
用
に
設
計

（
新
設
）

し
た
装
置
（
カ
（
一
）
、
ヨ
又
は
ア
（
一
）
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

キ

半
導
体
製
造
装
置
の
う
ち
、
成
膜
装
置
で
あ
っ

（
新
設
）

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

タ
ン
グ
ス
テ
ン
の
膜
を
物
理
的
気
相
成

長
法
に
よ
り
成
膜
す
る
装
置
で
あ
っ
て
、
イ
オ



- 47 -

ン
フ
ラ
ッ
ク
ス
誘
導
用
の
電
磁
石
を
有
し
、
ア

ス
ペ
ク
ト
比
を
三
以
上
の
形
状
に
対
し
て
成
膜

す
る
た
め
に
特
別
に
設
計
し
た
も
の

（
二
）

モ
リ
ブ
デ
ン
若
し
く
は
ル
テ
ニ
ウ
ム
又

は
モ
リ
ブ
デ
ン
と
ル
テ
ニ
ウ
ム
を
組
み
合
わ
せ

た
膜
を
原
子
層
堆
積
法
に
よ
り
成
膜
す
る
よ
う

に
設
計
又
は
改
造
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の

全
て
に
該
当
す
る
も
の
（
ネ
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）

１

七
五
度
を
超
え
る
温
度
で
動
作
す
る
よ
う

に
設
計
又
は
改
造
し
た
金
属
前
駆
体
の
供
給

源
を
有
す
る
も
の

２

四
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
圧
力
で
水
素
を
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含
む
還
元
剤
を
使
用
す
る
プ
ロ
セ
ス
チ
ャ
ン

バ
ー
を
有
す
る
も
の

（
三
）

プ
ラ
ズ
マ
又
は
ラ
ジ
カ
ル
を
用
い
た
化

学
的
気
相
成
長
法
に
よ
り
成
膜
す
る
よ
う
に
設

計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
基
板
の
温
度
を
五
〇

〇
度
未
満
に
維
持
し
な
が
ら
、
誘
電
体
膜
を
単

一
の
装
置
上
で
紫
外
線
に
よ
る
硬
化
を
行
う
も

の
の
う
ち
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
誘
電
体
膜

を
成
膜
で
き
る
も
の

１

六
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
二
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル

未
満
の
厚
さ
の
金
属
形
状
で
あ
っ
て
、
二
四

ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
ピ
ッ
チ
を
有
し
、
か

つ
、
一
・
八
以
上
の
ア
ス
ペ
ク
ト
比
を
有
す
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る
も
の

２

三
・
〇
未
満
の
比
誘
電
率
を
有
す
る
も
の

（
四
）

炭
素
材
料
を
化
学
的
気
相
成
長
法
に
よ

り
成
膜
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
装
置
で
あ
っ
て

、
密
度
が
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
一

・
六
グ
ラ
ム
を
超
え
る
材
料
を
用
い
た
も
の
（

ヰ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
五
）

二
種
類
以
上
の
金
属
前
駆
体
を
直
接
液

体
注
入
す
る
成
膜
装
置
で
あ
っ
て
、
単
一
の
成

膜
用
の
チ
ャ
ン
バ
ー
内
に
、
幅
に
対
す
る
深
さ

の
比
率
が
五
〇
倍
を
超
え
る
形
状
に
、
比
誘
電

率
が
三
五
を
超
え
る
等
方
的
誘
電
体
膜
を
成
膜

す
る
よ
う
に
設
計
又
は
改
造
し
た
も
の
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ユ

三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ウ
エ
ハ
ー
用
に
設
計
し

（
新
設
）

た
ア
ニ
ー
ル
装
置
で
あ
っ
て
、
ウ
エ
ハ
ー
を
一
、

〇
〇
〇
度
を
超
え
る
温
度
で
、
二
ミ
リ
秒
未
満
の

持
続
時
間
で
加
熱
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

メ

超
臨
界
二
酸
化
炭
素
又
は
昇
華
乾
燥
を
用
い
る

（
新
設
）

よ
う
に
設
計
し
た
枚
葉
式
の
ウ
エ
ハ
ー
洗
浄
装
置

ミ

直
径
三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ウ
エ
ハ
ー

（
新
設
）

を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
設
計
又
は
改
造
し
た
パ
タ

ー
ン
付
き
ウ
エ
ハ
ー
欠
陥
測
定
装
置
又
は
パ
タ
ー

ン
付
き
ウ
エ
ハ
ー
欠
陥
検
査
装
置
で
あ
っ
て
、
次

の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

二
一
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
大
き
さ
の

欠
陥
を
検
出
す
る
よ
う
に
設
計
又
は
改
造
し
た
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も
の

（
二
）

次
の
い
ず
れ
か
を
有
す
る
も
の

１

波
長
が
四
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
光

源
２

分
解
能
が
一
・
六
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下

の
電
子
ビ
ー
ム
源

３

ビ
ー
ム
冷
陰
極
電
界
放
出
型
の
電
子
ビ
ー

ム
源

４

二
以
上
の
電
子
ビ
ー
ム
源

シ

計
測
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

（
新
設
）

す
る
も
の

（
一
）

露
光
前
に
ウ
エ
ハ
ー
形
状
パ
ラ
メ
ー
タ

を
測
定
し
、
開
口
数
一
・
三
超
の
液
浸
レ
ン
ズ
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を
有
す
る
深
紫
外
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
又
は
極

端
紫
外
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
の
重
ね
合
わ
せ
誤

差
又
は
フ
ォ
ー
カ
ス
を
改
善
す
る
た
め
に
測
定

値
を
利
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
ス
タ
ン
ド
ア

ロ
ン
装
置

（
二
）

画
像
ベ
ー
ス
の
重
ね
合
わ
せ
誤
差
又
は

回
折
ベ
ー
ス
の
測
定
技
術
を
用
い
て
、
製
品
ウ

エ
ハ
ー
上
の
レ
ジ
ス
ト
現
像
後
又
は
エ
ッ
チ
ン

グ
後
の
フ
ォ
ー
カ
ス
又
は
重
ね
合
わ
せ
誤
差
を

測
定
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
測
定
装
置
で
、
〇

・
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
重
ね
合
わ
せ
誤
差

測
定
精
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
次
の
い
ず

れ
か
を
有
す
る
も
の
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１

ト
ラ
ッ
ク
へ
の
組
み
込
み
用
に
設
計
さ
れ

た
も
の

２

高
速
波
長
切
り
替
え
機
能
を
有
す
る
も
の

十
七
の
二

半
導
体
素
子
、
集
積
回
路
又
は
半
導
体
物

十
七
の
二

ペ
リ
ク
ル
で
あ
っ
て
、
極
端
紫
外
を
用
い

質
の
製
造
用
の
装
置
又
は
試
験
装
置
で
あ
っ
て
、
次

て
集
積
回
路
を
製
造
す
る
た
め
の
装
置
用
に
特
に
設

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

計
し
た
も
の

イ

半
導
体
素
子
又
は
集
積
回
路
の
画
像
を
取
得
す

る
た
め
に
設
計
し
た
走
査
型
電
子
顕
微
鏡
で
あ
っ

て
、
次
の
（
一
）
か
ら
（
七
）
ま
で
の
全
て
に
該

当
す
る
も
の
（
国
際
半
導
体
製
造
装
置
材
料
協
会

が
定
め
た
Ｓ
Ｅ
Ｍ
Ｉ
規
格
に
準
拠
し
た
ウ
エ
ハ
ー

の
搬
送
・
保
管
容
器
（
二
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

上
の
フ
ロ
ン
ト
・
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
・
ユ
ニ
フ
ァ
イ
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ド
・
ポ
ッ
ド
（
Ｆ
Ｏ
Ｕ
Ｐ
）
を
含
む
。
）
用
に
ウ

エ
ハ
ー
搬
入
部
を
設
計
し
た
も
の
を
除
く
。
）

（
一
）

ス
テ
ー
ジ
の
位
置
決
め
精
度
が
三
〇
ナ

ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

（
二
）

レ
ー
ザ
ー
干
渉
計
に
よ
る
ス
テ
ー
ジ
位

置
計
測
が
可
能
な
も
の

（
三
）

レ
ー
ザ
ー
干
渉
計
に
よ
る
長
さ
ス
ケ
ー

ル
計
測
に
基
づ
く
視
野
の
位
置
校
正
が
可
能
な

も
の

（
四
）

画
素
数
が
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇

を
超
え
る
画
像
の
収
集
及
び
保
存
が
可
能
な
も

の
（
五
）

画
像
を
取
得
す
る
際
の
視
野
の
重
な
り
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が
垂
直
方
向
及
び
水
平
方
向
で
五
パ
ー
セ
ン
ト

未
満
の
も
の

（
六
）

画
像
を
結
合
す
る
際
の
視
野
の
重
な
り

が
五
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

（
七
）

加
速
電
圧
が
二
一
キ
ロ
ボ
ル
ト
を
超
え

る
も
の

ロ

極
低
温
ウ
エ
ハ
ー
プ
ロ
ー
バ
装
置
で
あ
っ
て
、

次
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

零
下
二
六
八
・
六
五
度
以
下
の
温
度
で

試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た

も
の

（
二
）

直
径
が
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

ウ
エ
ハ
ー
に
対
応
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の



- 56 -

十
七
の
三

集
積
回
路
の
製
造
用
の
マ
ス
ク
若
し
く
は

（
新
設
）

レ
チ
ク
ル
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品

で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

マ
ス
ク
又
は
レ
チ
ク
ル
（
ニ
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
第
一
号
か
ら
第
八
号
の

四
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
集
積
回
路
の
製

造
用
の
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
若
し
く
は
附

属
品
（
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ

位
相
シ
フ
ト
膜
を
有
す
る
多
層
マ
ス
ク
で
あ
っ

て
、
光
源
の
波
長
が
二
四
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満

の
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
に
用
い
る
た
め
に
設
計
し

た
も
の
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
及
び
第
一
号
か
ら

第
八
号
の
四
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
記
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憶
素
子
を
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
も
の
を
除

く
。
）
又
は
そ
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品

ハ

イ
ン
プ
リ
ン
ト
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
テ
ン
プ
レ
ー
ト

で
あ
っ
て
、
第
一
号
か
ら
第
八
号
の
四
ま
で
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
集
積
回
路
の
製
造
用
の
も
の

又
は
そ
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品

ニ

極
端
紫
外
を
用
い
て
集
積
回
路
を
製
造
す
る
た

め
の
装
置
用
に
特
に
設
計
し
た
マ
ス
ク
又
は
レ
チ

ク
ル
で
あ
っ
て
、
次
号
に
該
当
す
る
マ
ス
ク
ブ
ラ

ン
ク
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
若
し

く
は
附
属
品
（
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ホ

ペ
リ
ク
ル
で
あ
っ
て
、
極
端
紫
外
を
用
い
て
集

積
回
路
を
製
造
す
る
た
め
の
装
置
用
に
特
に
設
計
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し
た
も
の

十
七
の
四

（
略
）

十
七
の
三

（
略
）

（
削
る
）

十
七
の
四

半
導
体
素
子
又
は
集
積
回
路
の
画
像
を
取

得
す
る
た
め
に
設
計
し
た
走
査
型
電
子
顕
微
鏡
で
あ

っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
の
全
て
に
該
当
す
る
も

の
（
国
際
半
導
体
製
造
装
置
材
料
協
会
が
定
め
た
Ｓ

Ｅ
Ｍ
Ｉ
規
格
に
準
拠
し
た
ウ
エ
ハ
ー
の
搬
送
・
保
管

容
器
（
二
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
フ
ロ
ン
ト
・

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
・
ユ
ニ
フ
ァ
イ
ド
・
ポ
ッ
ド
（
Ｆ
Ｏ

Ｕ
Ｐ
）
を
含
む
。
）
用
に
ウ
エ
ハ
ー
搬
入
部
を
設
計

し
た
も
の
を
除
く
。
）

イ

ス
テ
ー
ジ
の
位
置
決
め
精
度
が
三
〇
ナ
ノ
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の
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ロ

レ
ー
ザ
ー
干
渉
計
に
よ
る
ス
テ
ー
ジ
位
置
計
測

が
可
能
な
も
の

ハ

レ
ー
ザ
ー
干
渉
計
に
よ
る
長
さ
ス
ケ
ー
ル
計
測

に
基
づ
く
視
野
の
位
置
校
正
が
可
能
な
も
の

ニ

画
素
数
が
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
を
超
え

る
画
像
の
収
集
及
び
保
存
が
可
能
な
も
の

ホ

画
像
を
取
得
す
る
際
の
視
野
の
重
な
り
が
垂
直

方
向
及
び
水
平
方
向
で
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も

の
ヘ

画
像
を
結
合
す
る
際
の
視
野
の
重
な
り
が
五
〇

ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ト

加
速
電
圧
が
二
一
キ
ロ
ボ
ル
ト
を
超
え
る
も
の

十
八

基
板
で
あ
っ
て
、
当
該
基
板
の
上
に
次
の
い
ず

十
八

基
板
で
あ
っ
て
、
当
該
基
板
の
上
に
次
の
い
ず
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れ
か
に
該
当
す
る
物
質
の
多
層
膜
の
結
晶
を
有
し
、

れ
か
に
該
当
す
る
物
質
の
多
層
膜
の
結
晶
を
有
し
、

か
つ
、
当
該
結
晶
が
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
成
長
さ
れ
て

か
つ
、
当
該
結
晶
が
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
成
長
さ
れ
て

い
る
も
の
の
う
ち
、
ヘ
テ
ロ
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
材
料

い
る
も
の
の
う
ち
、
ヘ
テ
ロ
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
材
料

と
な
る
も
の
（
次
号
に
該
当
す
る
も
の
又
は
ニ
に
該

と
な
る
も
の
（
ニ
に
該
当
す
る
化
合
物
（
窒
化
ガ
リ

当
す
る
化
合
物
（
窒
化
ガ
リ
ウ
ム
、
窒
化
イ
ン
ジ
ウ

ウ
ム
、
窒
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
窒
化
ア
ル
ミ

ム
ガ
リ
ウ
ム
、
窒
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
窒

ニ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
窒
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ア
ル
ミ
ニ
ウ

化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
窒
化
イ
ン
ジ
ウ
ム

ム
、
窒
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
リ
ン
化
ガ
リ
ウ
ム
、
砒

リ
ン
化
ガ
リ
ウ
ム
、
砒
化
ガ
リ
ウ
ム
、
砒
化
ア
ル
ミ

化
ガ
リ
ウ
ム
、
砒
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
リ

ニ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
リ
ン
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
、
リ
ン
化

ン
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
、
リ
ン
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム

イ
ン
ジ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
リ
ン
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
イ

、
リ
ン
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
イ
ン
ジ
ウ
ム
又
は
リ
ン
化

ン
ジ
ウ
ム
又
は
リ
ン
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
ア
ル

イ
ン
ジ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
に
限
る
。
）

ミ
ニ
ウ
ム
に
限
る
。
）
の
Ｐ
型
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
層

の
Ｐ
型
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
層
を
一
層
以
上
有
す
る
も

を
一
層
以
上
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
Ｐ
型
エ
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の
で
あ
っ
て
、
当
該
Ｐ
型
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
層
が
Ｎ

ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
層
が
Ｎ
型
層
に
挟
ま
れ
て
い
な
い
も

型
層
に
挟
ま
れ
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）

の
を
除
く
。
）

イ
～
ヘ

（
略
）

イ
～
ヘ

（
略
）

十
八
の
二

基
板
で
あ
っ
て
、
当
該
基
板
の
上
に
次
の

（
新
設
）

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
物
質
の
一
層
以
上
か
ら
な
る

膜
の
結
晶
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
結
晶
が
エ
ピ
タ
キ

シ
ャ
ル
成
長
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
エ
ピ
タ
キ

シ
ャ
ル
材
料
と
な
る
も
の

イ

シ
リ
コ
ン
で
あ
っ
て
、
シ
リ
コ
ン
二
八
又
は
シ

リ
コ
ン
三
○
以
外
の
シ
リ
コ
ン
の
同
位
体
か
ら
な

る
不
純
物
の
割
合
が
○
・
○
八
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

の
も
の

ロ

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
で
あ
っ
て
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
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○
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
二
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
四

又
は
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
六
以
外
の
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム

の
同
位
体
か
ら
な
る
不
純
物
の
割
合
が
○
・
○
八

パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の

十
九
～
二
十
四

（
略
）

十
九
～
二
十
四

（
略
）

二
十
五

シ
リ
コ
ン
又
は
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
の
ふ
っ
化
物

（
新
設
）

、
水
素
化
物
又
は
塩
化
物
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

か
を
含
む
も
の

イ

シ
リ
コ
ン
で
あ
っ
て
、
シ
リ
コ
ン
二
八
又
は
シ

リ
コ
ン
三
○
以
外
の
シ
リ
コ
ン
の
同
位
体
か
ら
な

る
不
純
物
の
割
合
が
○
・
○
八
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

の
も
の

ロ

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
で
あ
っ
て
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
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○
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
二
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
四

又
は
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
六
以
外
の
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム

の
同
位
体
か
ら
な
る
不
純
物
の
割
合
が
○
・
○
八

パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の

二
十
六

シ
リ
コ
ン
、
シ
リ
コ
ン
酸
化
物
、
ゲ
ル
マ
ニ

（
新
設
）

ウ
ム
又
は
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
酸
化
物
で
あ
っ
て
、
次
の

い
ず
れ
か
を
含
む
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
基
板
若
し
く

は
イ
ン
ゴ
ッ
ト
、
ブ
ー
ル
又
は
そ
の
他
の
プ
リ
フ
ォ

ー
ム

イ

シ
リ
コ
ン
で
あ
っ
て
、
シ
リ
コ
ン
二
八
又
は
シ

リ
コ
ン
三
○
以
外
の
シ
リ
コ
ン
の
同
位
体
か
ら
な

る
不
純
物
の
割
合
が
○
・
○
八
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

の
も
の
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ロ

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
で
あ
っ
て
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七

○
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
二
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
四

又
は
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
六
以
外
の
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム

の
同
位
体
か
ら
な
る
不
純
物
の
割
合
が
○
・
○
八

パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の

第
七
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
八
の
項
の
経
済
産
業
省
令

第
七
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
八
の
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

電
子
計
算
機
又
は
そ
の
電
子
組
立
品
若
し
く
は
部

（
新
設
）

分
品
で
あ
っ
て
、
前
条
第
一
号
ヨ
に
該
当
す
る
集
積

回
路
を
一
つ
以
上
有
す
る
も
の

第
八
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
九
の
項
の
経
済
産
業
省
令

第
八
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
九
の
項
の
経
済
産
業
省
令
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で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一
～
八
の
二

（
略
）

一
～
八
の
二

（
略
）

九

暗
号
装
置
又
は
暗
号
機
能
を
実
現
す
る
た
め
の
部

九

暗
号
装
置
又
は
暗
号
機
能
を
実
現
す
る
た
め
の
部

分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か

分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
（
第
三
条
第
十
九
号
ハ
（
二
）
２

に
該
当
す
る
も
の
（
第
三
条
第
十
九
号
ハ
（
二
）
２

、
本
号
ヘ
、
第
十
一
号
又
は
第
十
条
第
五
号
イ
に
該

、
本
号
ヘ
、
第
十
一
号
又
は
第
十
条
第
五
号
イ
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

対
称
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て

イ

対
称
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て

対
称
鍵
の
長
さ
が
五
六
ビ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
又

対
称
鍵
の
長
さ
が
五
六
ビ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
又

は
非
対
称
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
（
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
安

は
非
対
称
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
（
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
安

全
性
が
次
の
（
一
）
か
ら
（
六
）
ま
で
の
い
ず
れ

全
性
が
次
の
（
一
）
か
ら
（
六
）
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
困
難
性
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。

か
に
該
当
す
る
困
難
性
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
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以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
用
い
た
も
の

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
用
い
た
も
の

で
あ
っ
て
、
デ
ー
タ
の
機
密
性
確
保
の
た
め
の
暗

で
あ
っ
て
、
デ
ー
タ
の
機
密
性
確
保
の
た
め
の
暗

号
機
能
を
有
す
る
よ
う
に
設
計
し
、
又
は
改
造
し

号
機
能
を
有
す
る
よ
う
に
設
計
し
、
又
は
改
造
し

た
も
の
の
う
ち
、
次
の
（
七
）
か
ら
（
十
）
ま
で

た
も
の
（
当
該
暗
号
機
能
を
使
用
す
る
こ
と
が
で

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
（
十
一
）
か
ら

き
る
も
の
（
当
該
暗
号
機
能
が
有
効
化
さ
れ
て
い

（
十
八
）
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

る
も
の
を
含
む
。
）
又
は
安
全
な
仕
組
み
の
暗
号

機
能
有
効
化
の
手
段
以
外
の
手
段
で
暗
号
機
能
を

有
効
化
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
次
の

（
七
）
か
ら
（
十
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
（
（
十
一
）
か
ら
（
二
十
）
ま
で
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
一
）
～
（
十
）

（
略
）

（
一
）
～
（
十
）

（
略
）

（
十
一
）

暗
号
機
能
を
有
す
る
ス
マ
ー
ト
カ
ー

（
十
一
）

暗
号
機
能
を
有
す
る
ス
マ
ー
ト
カ
ー
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ド
若
し
く
は
そ
の
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
で
あ
っ
て
、

ド
若
し
く
は
そ
の
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
で
あ
っ
て
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら

の
部
分
品

の
部
分
品

１

ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

１

ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の

れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

デ
ー
タ
機
密
性
確
保
の
た
め
の
暗
号
機

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
限

能
が
、
本
号
イ
に
該
当
し
な
い
装
置
又
は

定
さ
れ
て
使
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
他

シ
ス
テ
ム
（
本
号
ヘ
の
み
に
該
当
す
る
も

の
用
途
の
た
め
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
書
き
換

の
を
除
く
。
）
に
限
定
し
て
使
用
さ
れ
る

え
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
他

の
用
途
の
た
め
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
書
き
換

え
が
で
き
な
い
も
の

（
削
る
）

イ

（
七
）
か
ら
（
十
）
ま
で
の
い
ず
れ
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に
も
該
当
し
な
い
も
の

（
削
る
）

ロ

対
称
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
用
い
た
も
の

で
あ
っ
て
対
称
鍵
の
長
さ
が
五
六
ビ
ッ

ト
を
超
え
る
も
の
又
は
非
対
称
ア
ル
ゴ

リ
ズ
ム
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
デ

ー
タ
の
機
密
性
確
保
の
た
め
の
暗
号
機

能
を
有
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
以

外
の
も
の

（
削
る
）

ハ

（
十
二
）
か
ら
（
十
六
）
ま
で
に
該

当
す
る
も
の

二

個
人
情
報
（
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る

二

個
人
情
報
（
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る

情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る

情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る

氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ

氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ
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り
特
定
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る

り
特
定
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
（
他
の
情
報
と
容
易
に
照
合
す
る
こ

も
の
（
他
の
情
報
と
容
易
に
照
合
す
る
こ

と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を

と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も

の
（
認
証
及
び
金
銭
債
権
に
係
る
も
の
そ

の
（
認
証
及
び
金
銭
債
権
に
係
る
も
の
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
）

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
）

を
含
む
。
）
を
い
う
。
（
十
一
）
に
お
い

を
含
む
。
）
を
い
う
。
（
十
一
）
に
お
い

て
同
じ
。
）
又
は
団
体
情
報
（
法
人
そ
の

て
同
じ
。
）
又
は
団
体
情
報
（
法
人
そ
の

他
の
団
体
の
情
報
で
あ
っ
て
、
認
証
及
び

他
の
団
体
の
情
報
で
あ
っ
て
、
認
証
及
び

金
銭
債
権
に
係
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
に

金
銭
債
権
に
係
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
も
の
を
含
む
。
（
十
一
）
に
お
い

類
す
る
も
の
を
含
む
。
（
十
一
）
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
係
る
情
報
が
記
録
さ
れ
、

て
同
じ
。
）
に
係
る
情
報
が
記
録
さ
れ
、

又
は
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

又
は
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
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で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
全
て

で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
全
て

に
該
当
す
る
も
の

に
該
当
す
る
も
の

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

当
該
ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
を
使
用
す
る

ハ

当
該
ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
を
使
用
す
る

者
が
当
該
ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
の
有
す
る

者
が
当
該
ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
の
有
す
る

デ
ー
タ
の
機
密
性
確
保
の
た
め
の
暗
号

暗
号
機
能
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な

機
能
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

い
も
の

の

２

リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
（
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

２

リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
で
あ
っ
て
、
専
ら
１
に
該

て
読
み
取
り
、
又
は
記
録
す
る
も
の
を
含
む

当
す
る
ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
に
記
録
さ
れ
た
個

。
）

人
情
報
若
し
く
は
団
体
情
報
に
係
る
情
報
を

読
み
取
り
、
又
は
当
該
ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
に

個
人
情
報
若
し
く
は
団
体
情
報
に
係
る
情
報
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を
記
録
す
る
よ
う
に
設
計
し
、
又
は
改
造
し

た
も
の
（
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
読
み
取

り
、
又
は
記
録
す
る
も
の
を
含
む
。
）

（
削
る
）

（
十
二
）

暗
号
装
置
で
あ
っ
て
、
銀
行
業
務
若

し
く
は
決
済
（
料
金
の
徴
収
及
び
精
算
又
は
割

賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九

号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
包
括
信
用
購

入
あ
つ
せ
ん
に
係
る
業
務
を
含
む
。
）
に
使
用

す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

（
十
二
）

民
生
用
に
設
計
し
た
携
帯
用
電
話
機

（
十
三
）

民
生
用
の
携
帯
用
電
話
機
端
末
（
携

端
末
（
携
帯
回
線
網
用
の
電
話
そ
の
他
の
無
線

帯
回
線
網
用
の
電
話
そ
の
他
の
無
線
回
線
網
用

回
線
網
用
の
電
話
を
い
う
。
（
十
四
）
に
お
い

の
電
話
を
い
う
。
（
十
五
）
に
お
い
て
同
じ
。

て
同
じ
。
）
若
し
く
は
移
動
用
電
話
機
端
末
（

）
若
し
く
は
移
動
用
電
話
機
端
末
（
専
ら
自
動
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専
ら
自
動
車
そ
の
他
の
移
動
体
に
お
い
て
使
用

車
そ
の
他
の
移
動
体
に
お
い
て
使
用
す
る
よ
う

す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を
い
う
。
（
十
四

に
設
計
し
た
も
の
を
い
う
。
（
十
五
）
に
お
い

）
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
１
及

て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
１
及
び
２
に
該

び
２
に
該
当
す
る
も
の
（
衛
星
電
話
を
除
く
。

当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

）
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

（
十
三
）

（
略
）

（
十
四
）

（
略
）

（
十
四
）

民
生
用
に
設
計
し
た
携
帯
用
電
話
機

（
十
五
）

民
生
用
の
携
帯
用
電
話
機
端
末
若
し

端
末
若
し
く
は
移
動
用
電
話
機
端
末
又
は
同
等

く
は
移
動
用
電
話
機
端
末
又
は
同
等
の
無
線
機

の
無
線
機
端
末
で
あ
っ
て
、
特
定
の
民
生
産
業

端
末
で
あ
っ
て
、
公
開
さ
れ
た
又
は
商
業
用
の

用
途
に
用
い
る
た
め
に
設
計
を
変
更
し
た
も
の

暗
号
標
準
（
無
断
の
複
製
を
防
止
す
る
た
め
の

の
う
ち
、
次
の
１
及
び
２
に
該
当
す
る
も
の
又

も
の
で
あ
っ
て
、
公
開
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を

は
こ
れ
ら
の
部
分
品

含
む
。
）
の
み
を
用
い
た
も
の
の
う
ち
、
暗
号
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機
能
が
使
用
者
に
よ
っ
て
変
更
で
き
ず
、
使
用

に
際
し
て
供
給
者
又
は
販
売
店
の
技
術
支
援
が

不
要
で
あ
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
、
か
つ

、
特
定
の
民
生
産
業
用
途
に
用
い
る
た
め
に
設

計
を
変
更
し
た
も
の
（
暗
号
機
能
を
変
更
し
て

い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
部
分

品

１

設
計
を
変
更
す
る
前
の
端
末
が
、
本
号
ヘ

（
新
設
）

に
該
当
す
る
も
の

２

設
計
を
変
更
す
る
前
の
端
末
の
デ
ー
タ
の

（
新
設
）

機
密
性
確
保
の
た
め
の
暗
号
機
能
が
、
設
計

の
変
更
に
よ
る
影
響
を
受
け
な
い
も
の
で
あ

っ
て
、
公
開
さ
れ
た
又
は
商
業
用
の
暗
号
標
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準
の
み
を
用
い
た
も
の

（
削
る
）

（
十
六
）

無
線
パ
ー
ソ
ナ
ル
エ
リ
ア
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
に
用
い
ら
れ
る
装
置
で
あ
っ
て
、
公
開
さ

れ
た
若
し
く
は
商
業
用
の
暗
号
標
準
の
み
を
用

い
た
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

（
十
五
）

民
生
用
に
設
計
し
た
移
動
体
通
信
用

（
十
七
）

民
生
用
に
設
計
し
た
移
動
体
通
信
用

の
無
線
ア
ク
セ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
装
置
で
あ
っ

の
無
線
ア
ク
セ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
装
置
で
あ
っ

て
、
暗
号
機
能
が
使
用
者
に
よ
っ
て
変
更
で
き

て
、
暗
号
機
能
が
使
用
者
に
よ
っ
て
変
更
で
き

ず
、
使
用
に
際
し
て
供
給
者
又
は
販
売
店
の
技

ず
、
使
用
に
際
し
て
供
給
者
又
は
販
売
店
の
技

術
支
援
が
不
要
で
あ
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

術
支
援
が
不
要
で
あ
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

の
う
ち
、
無
線
周
波
数
の
出
力
が
〇
・
一
ワ
ッ

の
う
ち
、
無
線
周
波
数
の
出
力
が
〇
・
一
ワ
ッ

ト
（
二
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
以
下
で
、
か
つ

ト
（
二
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
以
下
で
、
か
つ

、
同
時
に
接
続
で
き
る
デ
バ
イ
ス
が
三
二
以
下

、
同
時
に
接
続
で
き
る
デ
バ
イ
ス
が
十
六
以
下
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の
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

の
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

（
十
六
）

ル
ー
タ
ー
、
ス
イ
ッ
チ
、
ゲ
ー
ト
ウ

（
十
八
）

ル
ー
タ
ー
、
ス
イ
ッ
チ
、
ゲ
ー
ト
ウ

ェ
イ
若
し
く
は
リ
レ
ー
で
あ
っ
て
、
デ
ー
タ
の

ェ
イ
若
し
く
は
リ
レ
ー
で
あ
っ
て
、
情
報
シ
ス

機
密
性
確
保
の
た
め
の
暗
号
機
能
が
装
置
の
操

テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
機
能
が
装
置
の
操

作
、
管
理
若
し
く
は
保
守
に
関
す
る
も
の
に
限

作
、
管
理
若
し
く
は
保
守
に
関
す
る
も
の
に
限

定
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
公
開
さ
れ
た
若
し
く

定
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
公
開
さ
れ
た
若
し
く

は
商
業
用
の
暗
号
標
準
の
み
を
用
い
た
も
の
又

は
商
業
用
の
暗
号
標
準
の
み
を
用
い
た
も
の
又

は
こ
れ
ら
の
部
分
品

は
こ
れ
ら
の
部
分
品

（
十
七
）

汎
用
目
的
の
計
算
機
能
を
有
す
る
装

（
十
九
）

汎
用
目
的
の
計
算
機
能
を
有
す
る
装

置
若
し
く
は
サ
ー
バ
ー
で
あ
っ
て
、
デ
ー
タ
の

置
若
し
く
は
サ
ー
バ
ー
で
あ
っ
て
、
情
報
シ
ス

機
密
性
確
保
の
た
め
の
暗
号
機
能
が
次
の
１
及

テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
機
能
が
次
の
１
及

び
２
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

び
２
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）
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（
十
八
）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
民
生
産

（
二
十
）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
民
生
産

業
用
途
の
た
め
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

業
用
途
の
た
め
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

次
の
１
及
び
２
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら

次
の
１
及
び
２
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら

の
部
分
品

の
部
分
品

１

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
可
能
な
端
末
で

一

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
可
能
な
端
末
で

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の

の

イ

デ
ー
タ
の
機
密
性
確
保
の
た
め
の
暗

イ

情
報
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管

号
機
能
が
、
任
意
で
な
い
デ
ー
タ
の
秘

理
機
能
が
、
任
意
で
な
い
デ
ー
タ
の
秘

匿
又
は
操
作
、
管
理
若
し
く
は
保
守
に

匿
又
は
操
作
、
管
理
若
し
く
は
保
守
に

限
定
さ
れ
て
い
る
も
の

限
定
さ
れ
て
い
る
も
の

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）
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二

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の

二

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の

イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の

イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

デ
ー
タ
の
機
密
性
確
保
の
た
め
の
暗

ロ

情
報
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管

号
機
能
が
、
一
に
該
当
す
る
端
末
の
ネ

理
機
能
が
、
一
に
該
当
す
る
端
末
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
民
生
産
業
用

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
民
生
産
業
用

途
の
支
援
に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
、

途
の
支
援
に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
、

又
は
当
該
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
装
置
若
し
く

又
は
当
該
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
装
置
若
し
く

は
本
号
イ
（
十
八
）
に
該
当
す
る
他
の

は
本
号
イ
（
二
十
）
に
該
当
す
る
他
の

貨
物
の
操
作
、
管
理
若
し
く
は
保
守
に

貨
物
の
操
作
、
管
理
若
し
く
は
保
守
に

限
定
さ
れ
て
い
る
も
の

限
定
さ
れ
て
い
る
も
の

２

デ
ー
タ
の
機
密
性
確
保
の
た
め
の
暗
号
機

２

情
報
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
機

能
が
、
公
開
さ
れ
た
又
は
商
業
用
の
暗
号
標

能
が
、
公
開
さ
れ
た
又
は
商
業
用
の
暗
号
標
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準
の
み
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
貨

準
の
み
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
貨

物
の
有
す
る
暗
号
機
能
が
当
該
貨
物
を
使
用

物
の
有
す
る
暗
号
機
能
が
当
該
貨
物
を
使
用

す
る
者
に
よ
っ
て
変
更
で
き
な
い
も
の

す
る
者
に
よ
っ
て
変
更
で
き
な
い
も
の

ロ
～
ヘ

（
略
）

ロ
～
ヘ

（
略
）

十
～
十
二

（
略
）

十
～
十
二

（
略
）

第
十
一
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
二
の
項
の
経
済
産
業

第
十
一
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
二
の
項
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
と
す
る
。

当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

船
舶
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

十

船
舶
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の

当
す
る
も
の

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

複
合
材
料
を
用
い
た
軸
を
組
み
込
ん
だ
伝
動
装

ニ

複
合
材
料
を
用
い
た
伝
動
軸
装
置
で
あ
っ
て
、
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置
で
あ
っ
て
、
十
メ
ガ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
出
力
を

二
メ
ガ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
出
力
を
伝
達
す
る
こ
と

伝
達
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

が
で
き
る
も
の

十
一
～
十
四

（
略
）

十
一
～
十
四

（
略
）

第
十
二
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
三
の
項
の
経
済
産
業

第
十
二
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
三
の
項
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
と
す
る
。

当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

液
体
ロ
ケ
ッ
ト
推
進
装
置
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、

六

液
体
ロ
ケ
ッ
ト
推
進
装
置
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

極
低
温
用
の
冷
却
装
置
、
デ
ュ
ワ
ー
瓶
、
ヒ
ー

イ

極
低
温
用
の
冷
却
装
置
、
デ
ュ
ワ
ー
瓶
、
ヒ
ー

ト
パ
イ
プ
そ
の
他
の
極
低
温
用
装
置
で
あ
っ
て
、

ト
パ
イ
プ
そ
の
他
の
極
低
温
用
装
置
で
あ
っ
て
、

極
低
温
状
態
に
あ
る
液
体
の
損
失
が
一
年
間
に
つ

宇
宙
空
間
用
の
飛
し
ょ
う
体
又
は
そ
の
打
上
げ
用

き
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
と
な
る
よ
う
に
設
計
し

の
飛
し
ょ
う
体
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
、
か
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た
も
の

つ
、
極
低
温
状
態
に
あ
る
液
体
の
損
失
が
一
年
間

に
つ
き
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の

ロ

零
下
一
七
三
・
一
五
度
以
下
の
温
度
を
維
持
又

ロ

極
低
温
用
容
器
又
は
閉
サ
イ
ク
ル
冷
却
装
置
で

は
生
成
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
極
低
温
用
容
器

あ
っ
て
、
零
下
一
七
三
度
以
下
に
す
る
こ
と
が
で

又
は
閉
サ
イ
ク
ル
冷
却
装
置

き
る
も
の
の
う
ち
、
宇
宙
空
間
用
の
飛
し
ょ
う
体

、
打
上
げ
用
の
飛
し
ょ
う
体
又
は
マ
ッ
ハ
数
が
三

を
超
え
る
速
度
で
の
巡
航
が
可
能
な
航
空
機
に
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

ハ
～
チ

（
略
）

ハ
～
チ

（
略
）

七
～
二
十

（
略
）

七
～
二
十

（
略
）

第
十
七
条

外
為
令
別
表
の
五
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業

第
十
七
条

外
為
令
別
表
の
五
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。
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２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

外
為
令
別
表
の
五
の
項
（
八
）
の
経
済
産
業
省
令
で

７

外
為
令
別
表
の
五
の
項
（
八
）
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
技
術
は
、
第
十
四
条
第
二
号
に
該
当
す
る
電
波

定
め
る
技
術
は
、
第
十
四
条
第
二
号
に
該
当
す
る
電
波

若
し
く
は
赤
外
線
の
吸
収
材
又
は
導
電
性
高
分
子
の
使

の
吸
収
材
又
は
導
電
性
高
分
子
の
使
用
（
据
付
、
保
守

用
（
据
付
、
保
守
又
は
修
理
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

又
は
修
理
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
技
術
（
プ

に
係
る
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
と
す
る
。

ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

外
為
令
別
表
の
六
の
項
（
六
）
の
経
済
産
業
省
令
で

（
新
設
）

定
め
る
技
術
は
、
次
の
各
号
の
全
て
に
該
当
す
る
コ
ー

テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術
（

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

第
四
条
第
十
二
号
に
該
当
す
る
セ
ラ
ミ
ッ
ク
マ
ト
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リ
ッ
ク
ス
複
合
材
料
の
腐
食
を
防
ぐ
た
め
に
設
計
し

た
も
の

二

一
、
一
〇
〇
度
を
超
え
る
温
度
で
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

第
十
九
条

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業

第
十
九
条

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

第
六
条
に
該
当
す
る
も
の
（
前
二
号
又
は
同
条
第

五

第
六
条
に
該
当
す
る
も
の
（
前
二
号
又
は
同
条
第

一
号
、
第
十
六
号
の
三
若
し
く
は
第
十
八
号
か
ら
第

一
号
若
し
く
は
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
の

二
十
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
設
計
し

く
。
）
を
設
計
し
、
又
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し

、
又
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

た
プ
ロ
グ
ラ
ム
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２

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で

２

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
技
術
は
、
第
六
条
第
十
七
号
イ
、
ロ
、
ホ
、
ヘ

定
め
る
技
術
は
、
第
六
条
第
十
七
号
イ
、
ロ
、
ホ
、
ヘ

又
は
ヌ
か
ら
シ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を

又
は
ヌ
か
ら
フ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を

使
用
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
す
る
。

使
用
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
す
る
。

３

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
三
）
の
経
済
産
業
省
令
で

３

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
三
）
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と

定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

複
数
の
チ
ッ
プ
を
マ
ル
チ
チ
ッ
プ
集
積
回
路
に
統

（
新
設
）

合
す
る
た
め
に
設
計
し
た
電
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
支
援

設
計
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
次
の
全
て
に
該
当
す

る
も
の

（
一
）

フ
ロ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
有
す
る
も
の
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（
二
）

チ
ッ
プ
と
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
協
調
設
計
又
は

協
調
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
有
す
る
も
の

十

マ
ル
チ
パ
タ
ー
ニ
ン
グ
を
使
用
し
た
集
積
回
路
を

（
新
設
）

設
計
し
、
又
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
、
又
は
改

造
し
た
電
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
支
援
設
計
プ
ロ
グ
ラ
ム

十
一

深
紫
外
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
の
マ
ス
ク
又
は
レ
チ
ク

（
新
設
）

ル
上
の
パ
タ
ー
ン
を
設
計
し
、
又
は
製
造
す
る
た
め

に
設
計
し
、
又
は
改
造
し
た
計
算
機
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ

用
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

第
二
十
条

外
為
令
別
表
の
八
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業

第
二
十
条

外
為
令
別
表
の
八
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
脆
弱
性
の
開
示
又
は
サ
イ
バ

も
の
（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
脆
弱
性
の
開
示
又
は
サ
イ
バ
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ー
攻
撃
の
対
応
に
係
る
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

ー
攻
撃
の
対
応
に
係
る
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

）
を
除
く
。
）
と
す
る
。

）
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

第
七
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
七
号
の

一

第
七
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
、
製
造
又
は
使

該
当
す
る
も
の
の
設
計
、
製
造
又
は
使
用
に
必
要
な

用
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

二

第
七
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
七
号
の

二

第
七
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
設
計
し
、
若
し
く
は

該
当
す
る
も
の
を
設
計
し
、
若
し
く
は
製
造
す
る
た

製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の

め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
製
造
若
し
く
は
使
用
に
必
要

の
設
計
、
製
造
若
し
く
は
使
用
に
必
要
な
技
術
（
プ

な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



1 

 

外国為替令及び輸出貿易管理令等（重要・新興品目等）の改正の概要について 

 

令 和 ７ 年 ４ 月 

経 済 産 業 省 

貿 易 経 済 安 全 保 障 局 

 

１ 改正趣旨 
  

我が国では、国際的な平和及び安全の維持のため、外国為替及び外国貿易法（昭和２４

年法律第２２８号。以下「外為法」という。）に基づき、重要・新興技術として規制対象

となる貨物の輸出や技術の提供について経済産業大臣の許可を受ける義務を課している。 

国際的な協調の下、責任ある技術保有国として、国際的な状況を踏まえ、重要・新興技

術の軍事転用防止を目的に、関連する特定の貨物及び技術を輸出管理の対象に追加し、併

せて技術的な仕様の見直し等（ワッセナー・アレンジメント等（参考１）での一致を踏ま

えたものを含む。）を行う。また、更に産業構造審議会通商・貿易分科会安全保障貿易管

理小委員会での議論等を踏まえ、安全保障貿易管理に係る規制の合理化・適正化を行う。 

このため、外為法第２５条第１項又は第４８条第１項に基づく許可を要する貨物・技術

について、「外国為替令」別表、「輸出貿易管理令」別表第１及び「輸出貿易管理令別表第

一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」及び関連通達の所要

の改正を行う。（参考２） 
 

公布 ：令和７年４月 ３日（木）公布 （政令は３月２８日（金）公布） 

施行 ：令和７年５月２８日（水）施行 

⚫ 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令（令和７年政令第１０２号） 

⚫ 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一

部を改正する省令（令和７年経済産業省令第３４号） 

⚫ 「輸出貿易管理令の運用について」等の一部改正について（令和７年４月３日付け輸出注意

事項２０２５第９号） 

 

２ 改正概要 

（１）重要・新興技術関連品目等に係る改正 

項番等 改正内容 改正法令等 

原子力関連 

（２の項関

係） 

 

蒸留塔に係る仕様を改正 ⚫ 貨物等省令第１条第１０号ロ（二） 

⚫ 運用通達（解釈） 

ガス遠心分離機のロータに用いられる構

造材料に係る仕様を改正 

⚫ 貨物等省令第１条第２２号ロ 

重水を製造等するための触媒等に係る仕

様を改正 

⚫ 輸出令別表第１の２の項(４９) 

⚫ 貨物等省令第１条第５９号 

⚫ 運用通達（解釈） 

化学兵器関

連（３の項

関係） 

軍用の化学製剤の原料となるジプロピル

アミンを追加 

⚫ 貨物等省令第２条第１項第１号 

空気中の物質を検知する装置に係る仕様

を改正 

⚫ 貨物等省令第２条第２項第１１号イ 

⚫ 運用通達（解釈） 



2 

 

項番等 改正内容 改正法令等 

生物兵器関
連（３の２
の項関係） 

ネオサキシトキシン（毒素）を追加 ⚫ 貨物等省令第２条の２第３号 

先端材料関

連 

（５の項関

係） 

繊維等の製造装置の仕様に係る改正 ⚫ 貨物等省令第４条第４号 

⚫ 運用通達（解釈） 

五ふっ化よう素を追加 ⚫ 輸出令別表第１の５の項（１９） 

⚫ 貨物等省令第４条第１６号 

材料加工関

連 

（６の項関

係） 

セラミック複合材料に係る高温コーティ

ング技術の追加 

⚫ 外為令別表６の項（６） 

⚫ 貨物等省令第１８条第６項 

⚫ 役務通達（解釈） 

金属積層造形装置の追加 ⚫ 輸出令別表第１の６の項（１０） 

⚫ 貨物等省令第５条第１２号 

⚫ 運用通達（解釈） 

エレクトロ

ニクス関連 

（７の項関

係） 

 

先端ICチップの追加 ⚫ 貨物等省令第６条第１号ヨ 

⚫ 運用通達（解釈） 

ハーモニックミクサ・コンバータに係る

仕様の改正 

⚫ 貨物等省令第６条第２号リ 

極低温アンプ（パラメトリック信号増幅

器の追加 

⚫ 貨物等省令第６条第２号ヨ 

スペクトラムアナライザーに係る仕様の

改正 

⚫ 貨物等省令第６条第１２号 

信号発生器に係る仕様の改正 ⚫ 貨物等省令第６条第１３号 

ネットワークアナライザーに係る仕様の

改正 

⚫ 貨物等省令第６条第１４号 

結晶のエピタキシャル成長装置に係る仕

様の改正 

⚫ 貨物等省令第６条第１７号イ 

極低温冷却装置の追加 ⚫ 輸出令別表第１の７の項（１５の

３） 

⚫ 貨物等省令第６条第１６号の３ 

異方性ドライエッチング装置に係る仕様

の改正 

⚫ 貨物等省令第６条第１７号カ 

成膜装置に係る仕様の改正 ⚫ 貨物等省令第６条第１７号レ、ソ、

ツ、ヰ 

シリコン等のエピタキシャル成長装置に

係る仕様の改正 

⚫ 貨物等省令第６条第１７号ウ 

プラズマドーピングイオン注入装置の追

加 

⚫ 貨物等省令第６条第１７号コ 

⚫ 運用通達（解釈） 

露光装置のアップグレードのための装置

の追加 

⚫ 貨物等省令第６条第１７号エ 

⚫ 運用通達（解釈） 

ナノインプリントリソグラフィ装置の追

加 

⚫ 貨物等省令第６条第１７号テ 

シリコンの内部を垂直に貫通する電極等

のエッチング装置の追加 

⚫ 貨物等省令第６条第１７号ア 

⚫ 運用通達（解釈） 



3 

 

項番等 改正内容 改正法令等 

EUVパターンを再形成やトリミングにより

改善する装置の追加 

⚫ 貨物等省令第６条第１７号サ 

⚫ 運用通達（解釈） 

物理的な方法でタングステンの層を成膜

する等の成膜装置の追加 

⚫ 貨物等省令第６条第１７号キ 

⚫ 運用通達（解釈） 

レーザーなどを用いて熱処理をする装置

の追加 

⚫ 貨物等省令第６条第１７号ユ 

⚫ 運用通達（解釈） 

超臨界二酸化炭素を用いた洗浄装置の追

加 

⚫ 貨物等省令第６条第１７号メ 

ウエハーの欠陥を検査する装置の追加 ⚫ 貨物等省令第６条第１７号ミ 

⚫ 運用通達（解釈） 

重ね合わせ精度計測装置の追加 ⚫ 貨物等省令第６条第１７号シ 

⚫ 運用通達（解釈） 

極低温ウエハープローバ装置の追加 ⚫ 貨物等省令第６条第１７号の２ロ 

EUVマスク等の追加 ⚫ 貨物等省令第６条第１７号の３ニ 

⚫ 運用通達（解釈） 

同位体分離シリコン/ゲルマニウム基板・

原料の追加 

⚫ 輸出令別表第１の７の項（２４）、

（２５） 

⚫ 貨物等省令第６条第１８号の２、第

２５号、第２６号 

先端パッケージング用のECADプログラム

の追加 

⚫ 貨物等省令第１９条第３項第９号 

⚫ 役務通達（解釈） 

マルチパターニング技術を用いた集積回

路製造用のECADプログラムの追加 

⚫ 貨物等省令第１９条第３項第１０号 

⚫ 役務通達（解釈） 

計算機リソグラフィプログラムの追加 ⚫ 貨物等省令第１９条第３項第１１号 

電子計算機

関連（８の

項関係） 

先端ICチップを有する電子計算機等の追

加 

⚫ 貨物等省令第７条第７号 

通信関連

（９の項関

係） 

暗号装置に係る仕様の改正 ⚫ 貨物等省令第８条第９号イ 

⚫ 運用通達（解釈） 

海洋関連

（１２の項

関係） 

船舶の部分品（電動装置）に係る仕様の

改正 

⚫ 貨物等省令第１１条第１０号ニ 

推進装置関

連（１３の

項関係） 

液体ロケット推進装置の部分品（極低温

用の冷却装置等）に係る仕様の改正 

⚫ 貨物等省令第１２条第６号イ、ロ 
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（２）規制の合理化・適正化に係る改正 

産業構造審議会通商・貿易分科会安全保障貿易管理小委員会での議論等を踏まえ、以下の改

正を実施。 

① 包括許可制度の見直し 

イ）特別一般包括許可 包括許可要領 

以下の項目については、特別一般包括の適用対象として拡充する。 

・エアバッグ用火薬類などの防衛装備ではない輸出令別表第１の１項の貨物 

＜同令同表１の項（３）＞ 

・一部の国を仕向地とする移設検知装置を搭載した工作機械 

＜輸出令別表第１の２の項（１２）１、外為令別表の２の項（２）＞ 

・半導体製造用の圧力計、クロスフローろ過装置の部分品 

＜輸出令別表第２の項（３３）、３の２の項（２）４＞ 

 

ロ）特定包括許可 包括許可要領 

 以下の貨物及び使用プログラムについては、特定包括許可の取得要件を緩和する。 

・ナノインプリントリソグラフィ装置、マスク描画装置、マスク、マスクブランクス、 

レジスト 

＜貨物等省令第６条第１７号へ（２）若しくは（３）、第１７号の３イからハまで、

第１７号の４又は第１９号イ若しくはホ＞ 

・ナノインプリントリソグラフィ装置、マスク描画装置の使用プログラム  

＜貨物等省令第６条第１７号へ（２）又は（３）＞ 

 

② 特定の品目に係る輸出管理の見直し 運用通達、位置決め精度通達 

工作機械の該非判定に係る手続きを適正化する。 

＜運用通達（解釈）、同通達５－０、位置決め精度通達＞ 

 

③ 返品等に伴う輸出管理の見直し 包括許可要領 

特別返品等包括許可に係る申請者の要件を緩和するとともに、申請書類を簡素化する。 

なお、上記（１）の改正に伴い包括許可の適用見直しを行った一部の品目について、経過措

置として、一般包括許可又は特別一般包括許可から特定包括許可の対象となった貨物又は技術

にあっては、本通達改正の施行日から起算して６月を経過する日（令和７年１１月２８日）ま

では、なお従前の例によることとする。 →通達（附則）参照 

 

※その他、技術的な修正等を含め、所要の改正を行う。 
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（参考１）国際輸出管理レジームの概要 

ＮＳＧ 

 

「Nuclear Suppliers Group」の略。１９７４年におけるインドの核実験成功を背景に、核兵器

の製造等に使用される可能性のある製造設備等の輸出規制を行うことを目的として発足。参加

国数は４８か国。 

ＡＧ 

 

「Australia Group」の略。イラン・イラク戦争における化学兵器使用を背景に１９８５年に発

足。化学・生物兵器の原材料及び製造設備等の輸出規制を行うことが目的。参加国数は４２か

国。 

ＭＴＣＲ 「Missile Technology Control Regime」の略。１９８０年代初頭におけるミサイル開発の活発

化を背景に大量破壊兵器の運搬に寄与し得るミサイル、その部分品及び製造設備等の輸出規制

を行うことを目的として１９８７年に発足。参加国数は３５か国。 

ＷＡ 「The Wassenaar Arrangement」の略。地域の安定を損なうおそれのある通常兵器（核・生物・

化学兵器及びその運搬手段であるミサイル以外の兵器）の過剰な蓄積を防止する観点から輸出

管理を行うことを目的として１９９６年に発足。参加国数は４２か国。 

 

（参考２）関係法令及び略称 

⚫ 法律 

外為法 外国為替及び外国貿易法（昭和２４年法律第２２８号） 

⚫ 政令 

  外為令 外国為替令（昭和５５年政令第２６０号） 

  輸出令 輸出貿易管理令（昭和２４年政令第３７８号） 

⚫ 省令 

  貨物等省令 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令

（平成３年通商産業省令第４９号） 

⚫ 通達 

運用通達   輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け輸出注意事項６２第１１

号） 

役務通達   外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基づ

き許可を要する技術を提供する取引又は行為について（平成４年１２月２１日付け４

貿局第４９２号） 

包括許可要領 包括許可取扱要領（平成１７年２月２５日付け輸出注意事項１７第７号） 

位置決め精度通達 工作機械の位置決め精度等の申告値について（平成２８年１１月１８日付け輸出

注意事項２８第３０号）                    

 


